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I 検査目的及び項 目

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32年法律第

166号 )第 48条の 3の 11第 1項に基づき実施する実用発電用原子炉の設置、運転等

に関する規則 (昭和 53年通商産業省令第 77号)第 16条の表第 1号の工事の工程に係

る使用前検査について、原子炉冷却系統施設が、認可した工事計画に従い製作され、据付け

され、原子力規制委員会規則で定める技術基準 (※ )に適合するものであることを確認する

もので、以下の検査を実施する。

1 材料検査

2 寸法検査

3 外観検査

4 組立て及び据付け状態を確認する検査

5 耐圧検査、漏えい検査

※ :原子力規制委員会規則で定める技術基準とは、実用発電用原子炉及びその附属施設

の技術基準に関する規則 (平成 25年原子力規制委員会規則第 6号。以下「技術基

準」とい う。)である。本検査に関する条項は第 17条、第 21条第 1項、第 38条、

第 55条、第 58条第 1項、第 62条、第 63条、第 64条第 1項及び第 2項、第 6

5条並びに第 71条であり、上記検査項目に係る事項について確認する。

Ⅱ 検査場所

三菱重工業株式会社 パワー ドメイン原子力事業部

兵庫県神戸市兵庫区和田岬町

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦        ~
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Ⅲ 検査範囲

1 検査対象施設及び範囲

検査射象施設及び範囲は、工事計画に記載された下記の施設とする。

(詳細は、資料 1「工事計画本文」及び資料 2「検査範囲図」参照。)

高浜発電所第 1号機

発電用原子炉施設

2 工事計画認可 。届出関係

認可番号

(認可年月 日)

工事計画の認可番号 :原規規発第 1606104号

(平成 28年 6月 10日 )

工事計画変更の認可番号 :原規規発第 1707191号

(平成 29年 7月 19日 )

原規規発第 1801251号

 ́        (平 成 30年 1月125日
)

原規規発第 1806277号

(平成 30年 6月 27日 )

原規規発第 1808063号

(平成 30年 8月 6日 )

原規規発第 1811291号

(平成 30年 11月 29日 )

原規規発第 1901281号

(平成 31年 1月 28日 )

上記以降の変更については、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認する。
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原子炉冷却系統施設

原子炉ネ甫機冷却設備

主配管 (常設)

一式



Ⅳ 検査方法

1共通事項

(1)使用前検査申請書の確認

① 検査前確認事項

a本検査に係る使用前検査申請書 (変更申請を含む。)が準備 されていることを

確認する。

b検査をする工事の工程、期 日及び場所が申請書どおりであることを確認する。

c工事計画の認可番号の記載が適切であることを確認するも

2 材料検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認するも

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

(2)検査手順

申請者の品質記録により、工事計画に記載されている材料が使用され、かつ、技術

基準に適合していることを確認する。

8 寸法検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

③ 検査用計器が校正されており有効期限内であること及び必要な測定範囲、測定精

度を有していることを確認する。

(2)検査手順

申請者の品質記録により、工事計画に記載されている主要寸法を確認する。

4 外観検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

(2)検査手順

目視又は申請者の品質記録により、各部の外観を確認する。

(詳細は資料 2「検査範囲図」参照)
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5 組立て及び据付け状態を確認する検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

(2)検査手順

目視又は申請者の品質記録により、機器等の組立て及び据付け状態を確認する。

(詳細は資料 2「検査範囲図」参照)

6 耐圧検査、漏えい検査

(1)検査前確認事項                         ′

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

③ 検査用計器が校正されており有効期限内であること及び必要な測定範囲、沢I定

精度を有していることを確認する。

④ 系統構成が完了していることを確認する。             .

(2)検査手順                ｀

目視又は申請者の品質記録により、技術基準の規定に基づく検査圧力で 10分保

持 した後、検査圧力に耐え、かっ、異常がないことを確認する。耐圧検査終了後、

技術基準の規定に基づく検査圧力により、著 しい漏えいがないことを確認する。

V 判定基準

1 材料検査

ェ事計画のとお りであり(技術基準に適合すること。

2 寸法検査

各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

3 外観検査

有害な欠陥 (表面に機能・サ
l生能に影響を及ばすおそれのある傷、害1れ、変形、腐食、

浸食)がないこと。

4 組立て及び据付け状態を確認する検査

工事計画のとお りであり、技術基準に適合すること。

5 耐圧検査、漏えい検査  
′

・検査圧力に耐え、かつ、異常がないことЬ

・著 しい漏えいがないこと
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Ⅵ その他の事項

内面ライニング施工を行 う配管の外観検査、耐圧検査、漏えい検査については、工場におい

て内面ライニング施工前の状態で実施する。
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立会区分表

備考

検査項目
※1

耐圧検査、

漏えい検査

A/B※ 2

組立て及び

据付け状態

を確認する

検査

A/B※ 2

外観検査

A/B※ 2

寸法検査

B

材料検査

技術基準

の区分

SAク ラス 2

耐震

クラス
系統名

原子炉補機冷却設備

主配管 (常設)

施設名

原子炉冷却系統施設

ω
※ 1:記号説明  A/B:抜 取立会検査 |

B:記録確認検査

※ 2‐ :抜取立会検査における立会は、検査項目ごと1回以上とする。

遭
粛

ド



丹町紙 2

関西電力株式会社

高浜発電所第 1号機

構造、強度又は漏えいに係る

使用前検査成績書

施  設  名 :原子炉冷却系統施設

系 統  名 :原子炉補機冷却設備

主配管 (常設)

要 領 書 番 号 :原規規収第 1610071号 歩11-2

年  月

原子力規制委員会
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使用前検査成績書

1 発電所名 関西電力株式会社高浜発電所第 1号機

2 検査の種類   構造、強度又は漏えいに係る使用前検査

3 検査申請    使用前検査申請番号

4 検査期 日 自

至

5 検査場所 三菱重工業株式会社

パワー ドメイン 原子力事業部

兵庫県神戸市兵庫区和田崎町

関西電力株式会社 高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

6 検査範囲 高浜発電所第 1号機

発電用原子炉施設

原子炉冷却系統施設

原子炉補機冷却設備

主配管 (常設) 二式

7 検査実施者   検査実施者一覧表のとおり

日

　

日

月

　

月

年

年

8 検査結果    検査結果二覧表のとおり
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9 添付資料 使用前検査記録

1検査前確認事項

2材料検査記録

3寸法検査記録

4外観検査記録

5組立て及び据付け状態を確認する検査記録

6耐圧検査、漏えい検査記録

7検査用計器二
覧表
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検査実施者一覧表

岸
〇

特記事項検査立会責任者 印

主任技術者

主任技術者

主任技術者

原子力施設検査官 印検査年月日

月

年

日

月

年

日

月

年

日



検査結果一覧表

系統名 :原子炉補機冷却設備

主配管 (常設)

Ｐ
騨

備  考ヽ
査

査

検

検

い

圧

え

耐

漏

年

日月

年

月   日

年

日月

年

日月

年

日月

年

日月

外観検査

年

日月

年

日月

年

日月

寸法検査

年

日月

年

日月

年

日月

材料検査

年

日月

年

日月

年

日月

検査項 目

検査日

結果

検査 日

結果

検査日

結果



添付資料 1-1

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

共通事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備されてい

ること。

記録確認

年

月   日

使用前検査成績書の「3検

査申請」に申請番号 (変更

申請番号を含む。)を記載す

る。

年

月   日

年

月   日

検査 をす る工事 の工

程、期 日及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

工事計画の認可番号の

記載 が適切 で あるこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日
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添付資料 1-2

材料検査

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備されていること。
記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備 さ

れていること。
図面等確認

年

月   日

年

月 ′ 日

年

月   日

(
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添付資料 1-3

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

寸法検査

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備されていること。
記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備さ

れていること心
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

検査用計器が校正され

ており有効期限内であ

ること及び必要な測定

範囲、測定楷度を有し

ていること。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月
｀

日
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添付資料 1-4

外観検査

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備されていること。
記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備さ

れていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月 日

15



添付資料 1-5

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

組立て及び据付け状態を確認する検査

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備されていること。
記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備 さ

れていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日
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添付資料 1-6

耐圧検査、漏えい検査

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備されていること。
記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備さ

れていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

検査用計器が校正され

ており有効期限内であ

ること及び必要な測定

範囲、測定精度を有し

ていること。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

系統構成が完了してい

ること。

立会/

記録確認

年

月   日

立会/

記録確認

年

月   日

立会/

記録確認

年

月   日
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添付資料 2-1

高浜発電所第 1号機

材料検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

I原子炉補機冷却設備

主西己管 (常設):下式

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査対象 材料 検査年月日
検査

結果
検査方法

1次系冷去「水クーラA、 B、 C

供給母管1次系冷却水クーラ

A、 B、 C分岐′点

SM400B 年

月 日

記録確認

備 考

。記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :
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添付資料 2-2

高浜発電所第 1号機

材料検査記録

検査場所 : 三菱重工業株式会社 パワ‐ ドメイン 原子力事業部

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

原子炉補機冷却設備

主配管 (常設):一式

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査姑象 材料 検査年月日
検査

結果
検査方法

海水供給母管分岐点

1次系冷却水クーラA、 B、 c

SW14 0 0 B 年

月 日

記録確認

備 考

,記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :
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添付資料 2-3

高浜発電所第 1号機

材料検査記録

検査場所 :三菱重工業株式会社 パワー ドメイン 原子力事業部

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

原子炉補機冷却設備

主配管 (常設):す式

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査対象
※1

材料 検査年月日
検査

結果
検査方法

Bl次系冷去,水 クーラ

入 口配管分岐点

(補機冷却海水側 )

Bl次系冷却水クーラ

出口配管合流点

(原子炉補機冷却水側 )

及び

Bl次系冷却水クーラ

海水供給接続 回

STPT370 年

月 日

記録確認

備 考

※ 1検査対象のうち、Bl次系冷却水クエラ入日配管分岐点 (補機冷却海水側)～ディスタンスピー

ス及び Bl次系冷却水クーラ海水供給接続口に限る。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :
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添付資料 2-4

高浜発電所第 1号機

材料検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

原子炉補機冷却設備

主配管 (常設):一式

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査対象
※

材料 検査年月日
検査

結果
検査方法

Bl次系冷却水クーラ

入 日配管分岐′点

(補機冷却海水側 )

Bl次系冷却水クーラ

出日配管合流υ煮

(原子炉補機冷却水側)

及び

Bl次系冷却水クィラ

海水供給接続 口

STPT370 年

月 日

記録確認

備 考

※ 1検査対象のうち、ディスタンスピ‐ス～Bl次系冷却水クーラ出由配管合流点 (原子炉補機冷却

水側)に限る。

。記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

21



添付資料 2-5

高浜発電所第 1号機

材料検査記録

検査場所 :三菱重工業株式会社 パワー ドメイン 原子力事業部

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

原子炉補機冷却設備

主配管 (常設):一式

判定基準 :工事計画のとお りであり、技術基準に適合すること。

検査射象 材料 検査年月日
検査

結果
検査方法

B余熱除去ポンプ

海水排水用ホ‐ス

下流側取合ッ煮

海水戻り母管

合流′煮

STPT370 年

月 日

記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

22



閂
∞

検査方法
検査

結果
検査年月日

月   日

年

測定値許容値
※2

8.3以上

/
8.3以上

/
7.1以上

厚 さ(mm)

寸法
許容値

※2

40312～ 410.4

/
403.2～ 410.4

/~
214.7～ 218。 7

外径 (n■m)

寸法

406.4

/
406.4

/
216.3

寸法検査記録

高浜発電所第 1号機

検査範囲 :原子炉冷却系統施設 原子炉補機冷却設備 主配管 (常設):一式

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

1次系冷却水クーラ

A、 B、 C

供給母管1次系

冷却水クーラ

A、 B、 C分岐ッ煮

備考

※ 1:公称値 ※ 2:許容値は工事計画による。※ 3

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 4)による。

※4:適合性確認検査成績書の識別番号 :

最小値

郭
奪
ゆ
華

∞
―
岸



囀
ト

検査方法
査

果

検

結
検査年月日

測定値許容値
※2

厚 さ(■■m)

寸法

主要
※l

測定値許容値
※2

主要
※1

寸法

寸法検査記録

高浜発電所第 1号機

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

海水供給母管

、分岐ッ煮

1次系

冷却水 クーラ

A、 B、 C

備考

※ 1:公称値 ※ 2:許容値は工事計画による。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 3)による。

※3:適合性確認検査成績書の識別番号 : 郭
草
が
華

∞
ｌ
Ｎ



尚
９

高浜発電所第 1号機

寸法検査記録

検査場所 :三菱重工業株式会社 パワー ドメイン 原子力事業部

検査範囲 :原子炉冷却系統施設 原子炉補機冷却設備 主配管 (常設):■式

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

検査方法

記録確認

備考

※ 1:検査対象のうち、Bl次系冷却水クーラ八日配管分岐点 (補機冷却海水側)～ディスタンスピース及び Bl次系冷却水ターラ海水供給接続日に限る。

※2:公称値  ※3:許容値は工事計画による。 ※4:エルボを示す。 ※5:最小値

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 6)による。

※6:適合性確認検査成績書の識別番号 :

検査

結果
検査年月日

年

月   日

年

月 日

年

月 日

厚 さ(mm)

測定値

※ 5

※ 5

/

/
※ 5

※ 5

許容値
※3

7.1-9。 3

7。 1以上

7.1以上

/
7.1以上

/
7.1以上

主要
※2

寸法

8.2

8.2

8.2

/
8.2

/
8。2

外径(mm)

測定値許容値
※3

214.5ハΨ218.1

214.7ハ↓218.7

214.7-218.7

/
214,7-218.7

/
214!7～ 218.7

主要
※2

寸法

216.3

216.3※ 4

216.3

/
216`3

/
216。 3

検査対象×1

Bl次系冷却水クーラ入

日配管分岐点

(補機冷却海水側)

Bl次系冷却水クーラ出口

配管合流J煮

(原子炉補機冷却水側)

及び

Bl次系冷却水クーラ海水

供給接続口

夢
草
婿
華

∞
―

∞



日
６

検査方法
査

果

検

結
検査年月日

測定値許容値
※3

7.1-9。 3

厚 さ(mm)

寸法

主要
※2

測定値許容値
※3

外径 (11■m)

寸法

寸法検査記録

高浜発電所第 1号機

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

Bl次系冷却水クーラ入

口配管分岐ッ点

(補機冷却海水側 )

Bl次系冷去,水クーラ出口

配管合流′点

(原子炉補磯冷却水側)

及び

Bl次系冷却水クユラ海水

供給接続口

備考

※ 1:検査対象のうち、ディスタンスピース～Bl次系冷却水クーラ出日配管合流点 (原子炉補機冷却水側)に限る。

※2:公称値  ※ 3:許容値は工事計画による。 ※4:エルボを示す。 ※ 5:最小値

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 6)に よる。

※6:適合性確認検査成績書の識別番号 :

夢
草
婿
華

∞
―

ふ



Ｎ
ミ

高浜発電所第 1号機

寸法検査記録
検査場所 :三菱重工業株式会社 パワー ドメイン 原子力事業部

検査範囲 :原子炉冷却系統施設 原子炉補機冷却設備 主配管 (常設) 式

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

検査方法

記録確認

備考

※ 1:公称値 ※2:許容値は工事計画による。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 3)に よる。

※3:適合性確認検査成績書の識別番号 と

検査

結果
検査年月日

年

月   日

厚さ(m■■)

測定値許容値
※2

312-4.2

主要
※1

寸法

3.7

外径(mm)

測定値許容値
※2

48。 1ハΨ49。 1

主要
※1

寸法

48.6

検査対象

B余熱除去

ポンプ

海水」仁水用ホース

下流側取合ッ煮

海水戻り母管

合流υ煮

夢
草
ゆ
華

∞
―

伽



添付資料4-1

高浜発電所第 1号機

外観検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

原子炉補機冷去「設備

主配管 (常設):一式

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能・ケ
l生能に影響を及ばすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、浸食)

がないこと。

検査対象 検査年月日
検査

結果
検査方法

1次系冷却水クーラ

A、 B、 C

供給母管

1次系冷却水クーラ

A、 B、 C分岐υ煮

年

月 日

目視

/
記録確認

備 考      ・

!記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

28



添付資料4-2

高浜発電所第 1号機

外観検査記録

検査場所 :三菱重工業株式会社 パワー ドメイン 原子力事業部

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

原子炉補機冷却設備

主配管 (常設):一式

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能・ll生能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、浸食)

がないこと。

検査対象 検査年月日
検査

結果
検査方法

海水供給母管

分岐ッ煮

1次系

冷却水 クーラ

A、 B、 C

年

月 日

目視

/
記録確認

備 考

!記録確認は、申請者の品質記録 (※)に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

29



添付資料4-3

|

|

|

高浜発電所第 1号磯

外観検査記録

検査場所 :三菱重工業株式会社 パワー ドメイン 原子力事業部

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

原子炉補機冷却設備

主配管 (常設):一式

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能・Jl生能に影響を及ばすおそれのある傷、割れ、変形、腐食(浸食)

がないこと。

検査対象
※1

検査年月日
検査

結果
検査方法

Bl次系冷去「水クーラ入日配管分岐点

(補磯冷却海水側)

Bl次系冷却水クーラ出日配管合流点

(原子炉補機冷却水側)

及び

Bl次系冷却水クーラ海水供給接続 口

年

月 日

目視

/
記録確認

備 考              ´

※ 1検査対象のうち、Bl次系冷却水クーラ入日配管分岐点 (補機冷却海水側)｀デイスタンスピー

ス及び Bl次系冷却水クーラ海水供給接続口に限る。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 2)による。              【

※2:適合性確認検査成績書の識別番号 :

30



添付資料4-4

高浜発電所第 1号機

外観検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

原子炉補機冷却設備

主配管 (常設):一式

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能 。性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、浸食)

がないこと。

1

検査対象
※

検査年月日
検査

結果
検査方法

Bl次系冷却水クーラ入口配管分岐点

(補磯冷去「海水側)

Bl次系冷却水クーラ出口配管合流点

(原子炉補機冷却水側)

及び

Bl次系冷却水ク‐ラ海水供給接続 口

年

月 日

目視

/
記録確認

備 考

※ 1検査対象のうち、ディスタンスピース～Bl次系冷却水クーラ出日配管合流点 (原子炉補機冷却

水側)に限る。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 2)に よる。

※ 2:適合J陛確認検査成績書の識別番号 :

31



添付資料4-5

高浜発電所第 1号機

外観検査記録

検査場所 :三菱重工業株式会社 パワー ドメイン 原子力事業部

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

原子炉補機冷却設備

主配管 (常設):一式

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能 。′
l生能に影響を及ばすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、浸食)

がないこと。

検査対象 検査年月 日
検査

結果
検査方法

B余熱除去ポンプ

海水つ,水用ホース

下流側取合ッ煮

海水戻り母管

合流′煮

年

月 日

ロネ見

/
記録確認

備 考      ′

う記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

32



添付資料 5

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

高浜発電所第 1号機

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉冷却系統施設

原子炉補機冷却設備

主配管 (常設):一式

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

検査対象 検査年月日
検査

結果
検査方法

1次系冷却水クーラ
, A、 B、 C

供給母管
1次系冷去,水クーラ

A、 B、 C分岐ッ点

年

月 日

目視

/
記録確認

海水供給母管分岐点

1次系冷去「水クエ ラ
A、 B、 C

月   日

年 目視

/
記録確認

Bl次系冷却水クーラ入口配管分岐ザ煮(補磯冷去「海水側)

Bl次系冷去,水クーラ出日配管合流点 (原子炉補磯冷却水
側 )

及び
Bl次系冷却水クーラ海水供給接続 口

年

月 日

目視

/
記録確認

B余熱除去ポンプ海水り,水用ホース
下流側取合点

海水戻 り母管合流点

年

月 日

目視

/
記録確認

備 考

。据付け後の外観検査も含めて実施。

・フランジ部の施工状態の確認及び通常運転)王力によるフランジ部の漏えい確認については、申

請者の品質記録 (※)による志

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)による。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

33



∞
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高浜発電所第 1号機

耐圧検査、漏えい検査記録
検査場所 :三菱重工業株式会社 パワー ドメイン 原子力事業部

検査範囲 :原子炉冷却系統施設 原子炉補機冷却設備 主配管 (常設):一式

判定基準 :・ 検査圧力に耐え、かつ、異常がないこと。
・著しい漏えいがないこと。

検査
方法

目視

/
記録確認

目視

/
記録確認

目視

/
記録確認

備考

※ 1:検査対象のうち、Bl次系冷却水クーラ入日配管分岐点 (補機冷却海水側)～ディスタンスピース及び Bl次系冷却水クエラ海水供給接続日に限る。

※ 2:重大事故等時における使用時の値
・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 3)に よる。

※3:適合性確認検査成績書の識別番号 :

検査
結果

検査年月日

年

月   日

年

月   日

年

月   日

水圧、気圧
区分

水圧

水圧

水圧

編えい

検査時圧力
(MPa)

保持
時間
(分 )

耐圧検査

時圧力

(MPa)

耐圧検査

規定圧力

(MPa)

1,2

1 2

0,7

最 高使用

圧力

(MPa)

0,7

1.2※
2

1,2※
2

0。 7※
2

検査対象

海水供給母管分岐′煮

1次系冷却水クーラA、 B、 C

Bl次系冷
刊
        ;管 ↑ 呼

点 (補

Bl次系冷却水ク
子炉補機冷却水
Bl次系冷去「水ク

―ラ出日配管合流点 (原
側)及 び
―ラ海水供給接続 口※1

B余熱除去ポンプ海水排水用
ホース下流側取合点

海水戻 り母管合流υミ

郭
草
が
華

ｏ
ｌ
岸



∞
釧

検査
方法

目視

/
記録確認

目視

/
記録確認

検査
結果

年

月   日

年

月   日

区分

水圧、

水圧

水圧

査時圧力

い

)

時 間時圧力

(MPa))

規定圧力

21

圧 力

1.2※
2

耐圧検査、編えい検査記録

高浜発電所第 1号機

検査範囲 :原子炉冷却系統施設 原子炉補機冷却設備 主配管 (常設):一式

準 :・ 検査圧力に耐え、かつ、異常がないこと。
・著しい漏えいがないこと。

H【
ll

1次系冷却水クーラA、 B、 C

供給母管1次系冷却水クーラ
△、B、 C分岐点

Bl次系冷却水クーラ入 口配管分岐点 (補
機冷却海水側 )

Bl次系冷却水 クー ラ出 日配管合流点
(原子炉補機冷却水側)及 び
Bl次系冷却水クエラ海水供給接続 口 1`

備考

※ 1:検査対象のうち、ディスタンスピース～Bl次系冷却水クーラ出日配管合流点 (原子炉補機冷却水側)に限る。
※ 2:重大事故等時における使用時の値
・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 3)に よる。

※ 3:適合性確認検査成績書の識別番号 :

鶉
草
が
華

①
卜
Ｎ



高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表

添付資料 7

検査年月日 :    年  月  日

検査項目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限
備考

36



工事計画本文

∞
ミ

原子炉冷却系統施設 原子炉補機冷却設備 主配管 (常設)

(工事の計画の認可 平成 28年 6月 10日 認可)

(以下、「工事計画本文」は申請者の情報を基に作成 したものである。)

E   E:検 査対象 浴
華

岸
Ｉ
Ｐ
Ｉ

岸

材  料

SM400B

(■lm)

厚   さ

9.5

/

9.5

/
8.2

(注 3)

(■ lェ l)

外  径

406.4

/

406.4

/
216.3

(江3)

最高使用

温  度

(℃ )

(注 4)

95

最高使用

圧  力

(MPa)

(注 4)

1.2変更なし

変 更 後

称名

原
子
炉
補
機
冷
却
設
備

材  料

(Hlln)

厚   さ

(1ェlm)

外  径

最高使用

温  度

(℃ )

最高使用

圧  力

(MPa)

1次系

冷却水クーラ

A、  B、  C

供給母管

1次系

冷却水クーラ

A、  B、  C

分岐ザ点

(注 1)

変 更 前

称名

原
子
炉
補
機
冷
却
設
備

1



(工事の計画の認可 平成 28年 6月 10日 認可)

∞
∞

変 更 後

材  料

変更なし

SM400B

変更なし

(注0

SS41

(注 5,6

SS41

(注0

SS41

厚  さ

(mm)

(注 0

12.0

(注 3,δ

1210

(注3,5,d

12.7

(注3,E

12,7

/

1之 .7

外  径

(mn■)

(注】

609.6

(注 3,S

762.0

(注 3,5,61

762.0

(注3,E

762.0

/

609.6

最高使用

温  度

(℃ )

変更なし

(注4

40

最高使用

圧 力

(MPa)

(注41

0。 7

名 称

変更なし

原
子
炉
補
機
冷
却
設
備

変 更 前

材  料

SS41

(注d

SS41

厚  さ

(mm)

(注0

12,0

(注3,6

1217

外  径

(mml

(注 3)

609.6

(注 3,61

609.6

最高使用

温  度

(℃ )

40

最高使用

圧  力

61Pa)

(注 21

0,7

名 称

原
子
炉
補
機
冷
却
設
備

海水供給母管

分岐点

1次系

冷却水クーラ

A、 B、 C

が
華

岸
―
岸
―
〕



(工事計画軽微変更届出 平成 30年 5月 24日 届出)

∞
Ｏ

変 更 後

材  料

変更なし

2

厚   さ

(mm)

外  径

(mm)

最高使用

温  度

(℃ )

最高使用

圧  力

lMPa)

名 称

原
子
炉
補
機
冷
却
設
備

変 更 前

材  料

(注 781

SS400

SM400B

(注 6,78)

SS400

(注78,80)

SS400

(注6,73)

SS400

(注78)

SS400

厚    さ

(mコ生l

(注 3,78)

12.0

(注 3)

12,0

(注3,6,78)

12.7

(注 3,73,80

12.0

(注 3,6,7d

12.7

(注 3,78:

12_7

/
12.7

外  径

(mm)

(注3,70

609,6

(注0

609。 6

(注 3,6,70

609.6

(注 3,78,80'

762.0

(注 3,6,78)

762.0

(注3,78'

762.0

/
609.6

最高使用

温  度

(℃).

40

(注79,30)

40

(注 41

40

最高使用

圧 、力

(ⅢIPa)

0。 7

(注 79,80

0,7

(注E

0,7

名 称

|

海水供給母管

分岐点

1次系

冷却水クーラ

A、 B、 C

原
子
炉
補
機
冷
却
設
備

が
華

岸
―

岸
―
い

日   日:検査村象



(工事の計画の認可 平成 28年 6月 10日 認可)

卜
〇

変 更 後

材  料

変更なし

SM400B

変更なし

変更な し

厚   さ

(mm)

(注 3)

12.0

外  径

(■lm)

(注 3)

609。 6

最高使用

温  度

(℃ )

変更なし

最高使用

圧  力

(MPa)

変更なし

(注 4)

1.2

(注 4)

1 2

名 称

変更なし

原
子
炉
ネ甫
機
冷
却
設
備

変 更 前

材  料

SS41

(注 6)

SS41

SS41

(注0

SS41

厚 ′ さ

(■Hl)

(注 3)

1210

(注 3,6)

12,7

(注 3)

12!0

(注 3,6)

12,7

外  径

(■lm)

(注 3)

609.6

(注 3,6)

609.6

(注 3)

609.6

(注 3)

609,6

最高使用

温  度

(℃ )

40

40

最高使用

圧  力

(MPa)

(注 2)

0,7

(注 2)

0.7

名 称

(注 66)

海水供給母管

分岐点

1次系

冷却水クーラ

A、  B、  C

(注 67)

1次系

冷却水クエラ

A、  B、  C

海水戻 り母管

分岐点

A、  B、  C

原
子
炉
ネ甫
機
冷
却
設
備

浴
華

岸
―
岸
―
ト



(工事計画軽微変更届出 平成 30年 5月 24日 届出)

ド
岸

変 更 後

材  料

(注 78)

SS400

SM400B

(注 6,78)

原
子
炉
ネ甫
機
冷
却
設
備

SS400
変更なし

(注 78)

SS400

(注 6,78)

SS400

2

厚   さ

(■lm)

外  径

(■lm)

最高使用

温  度

(℃ )

最高使用

圧  力

(MPa)

名 称

変 更 前

材  料厚    さ

(llm)

(注 3,78)

12.0

(注 3)

12.0

(注 3,6,78)

12,7

(注3,78)

12.0

(注 3,6,78)

12.7

外  径

(al11)

(注3,78)

609.6

(注 3)

609.6

(注 3,6,78)

609.6

(注 3,78)

609.6

(注 3,6,78)

609.6

最高使用

温  度

(℃ )

40

40

40

最高使用

圧  力

(MPa)

0,7

(注 4)

1.2

(注→

2

0。 7

名 称

海水供給母管

分岐点

1次系

冷却水クーラ

A、  B、  C

1次系

冷却水クーラ

A、  B、  C

海水戻 り母管

分岐点

A、  B、  C

原
子
炉
補
機
冷
却
設
備

浴
華

岸
―
岸
―
伽日   日:検査対象



(工事の計画の認可 平成 28年 6月 10日 認苛)

卜
Ｎ

材  料

STPT370

STPT370

STPT370

(■lm)

厚   さ

(注 3,49)

8.2

8.2

/

8.2

/
8。 2

(注0

(注 3,49)

8.2

(■lm)

外  径

(注 3)

216.3

21613

/
216.3

/
216.3

(注 3)

α主3)

216.3

最高使用

温  度

(℃ )

(注 4)

40

(注 4)

95

最高使用

圧  力

(MPa)

1.2

(注 4)

Bl次系

冷却水クーラ

入日配管分岐点

(補機冷却海水側 )

Bl次系

冷却水クーラ

出日配管合流 J点

(原子炉補機

冷却水側 )

及び

Bl次系

冷却水クーラ

海水供給接続日

変 更 後

称名

原
子
炉
補
機
冷
却
設
備

材  料

(lli11)

厚 ´さ

(mm)

外  径

最高使用

温  度

(℃ )

最高使用

圧  力

(MPa)

変 更 前

称名

3

ゆ
華

岸
―
岸
ｌ
③

日   日:検査対象



(工事の計画の認可 平成 28年 6月 10日 認可)

卜
∞

材  料

STPT370

STPT370

(■lm)

厚   さ

(注 3,49)

3.7

(注 3)

3.7

(■ ll■ )

外  径

(注 3)

48.6

(注3)

48,6

最高使用

温  度

(℃ )

95

(注→

(注0

40

最高使用

圧  カ

(MPa)

1.2

(注 4)

0.7

(注4)

B余熱除去ポンプ

海水排水用ホース

下流側取合 ,点

海水戻 り母管

合流点

B余熱除去ポンプ

出日配管分岐点

B余熱除去ポンプ

海水」仁水用ホース

上流側取合点

変 更 後

称名

原
子
炉
補
機
冷
却
設
備

材  料

(■ lll)

厚   さ

(■Hl)

外  径

最高使用

温  度

(℃ )

最高使用

圧  力

(MPa)

変 更 前

称名

4

:検査対象

が
華

岸
―
岸
―
ミ



ト
ト

(注1)記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「1次系冷却水クーラA、 B、 C～ティ (20× 20× 16)」 と記載

(注2)SI単位に換算 したものである。

(注3)公称値

(注4)重大事故等時における使用時の値

(注5)本設備は既存の設備である。

(注6)エルボを示す。

(注7)記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「1次系冷却水クーラ出口連絡管」と記載

(注8)記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「今ングA、 B:テ ィ (20× 20× 16)～ レジューサ (20× 14)」 と記載

(注9)記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「レジューサ (20× 14)｀ 内部ネプレク‐ラ」と記載

(注19)記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「へ )ダC:テ ィ (16× 16× 16)～ レジューサ (16× 12)」 と記載

(注 H)当該ラ/ンについては、主配管に該当しないため記載の適正化を行 う。

(注 12)記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「レジューサ (16× 12)～ 冴ィ (20× 20× 16)」 と記載

(注 13)記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「ヘッダA、 B:内部スプレクーラ～レジューサ (20× 14)」 と記載

(注 14)記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「レジューサ (20× 14)～ ティ (20× 20× 16)」 と記載    
｀

(注 15)記載の適正化を行 う。既工事計画書には「1次系冷却水ポンプ入口連絡管」と記載

(注 16)記載の適正化を行 う。既工事計画書には「ティ (20× 20× 16)～ 1次系冷却水ポンプA、 B、 C、 D」 と記載

(注 17)記載の適正化を行 う。既工事計画書には「1次系冷却水ポンプ出ロレジューサ (16× 12)～ティ (20× 20× 16)」 と記載

(注 18)記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「1次系冷却水ポンプ出口連絡管」と記載

(注 19)記載の適正化を行 う。既工事計画書には「1次系冷却水ポンプA、 D出 ロティ (20× 20× 16)～ 1次系冷却水クーラA、 C八 ロティ (20× 20× 16)」 と記

載

(注20)記載の適正化を行 う。既工事計画書には「1次系冷却水クーラ入口連絡管」と記載

(注21)記載の適正化を行 う。既I事計画書には「ティ (20× 20× 16)～ 1次系冷却水クーラA、 C」 と記載

(注22)記載の適正化を行う。既工事計画書には「レジニーサ (20× 16)～ 1次系冷却水クーラB」 と記載

浴
華

牌
―
岸
―
∞



ふ
頓

(注23)

(注24)

(注25)

(注26)

(注27)

(注28)

(注29)

(注30)

(注 31)

(注32)

(注33)

(注34)

(注35)

(注86)

(注37)

(注38)

(注39)

(注40)

(注41)

(注42)

(注43)

(注44)

(注45)

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「母管分岐点営余熱除去クエラ (RH-2)A、 B」 と記載            ‐

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「余熱除去クーラ (RH-2)A、 B～戻母管合流点」と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「母管分岐点～冷却材ポンプ (RC-3)A、 B、 C仝の分岐点」と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「戻管合流点～レジュエサ (8× 6)」 と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「戻管合流点～弁 (l FCV 1241)」 と記載

記載の適正化を行う。既工事計画書には「1次系冷却水ポンプ入口分岐点～弁 (15105A、 B)」 と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「弁 (1-5105A、 B)～ 1次系冷却水タンク」と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「1次系機器冷却水母管分岐点ん燃料ピットクーラ」と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「燃料ピットクエラ～1次系機器冷却水母管合流点」と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「1次系機器冷却水母管分岐点～余剰抽出水クーラ」と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「余剰抽出水クエラ～1次系冷却水戻母管合流点」と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「1次系機器冷却水母管分岐点～余熱除去ポンプおよび内部スプレポンプ室空調装置入ロレジューサ (3X

2)」 と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「レジ三―サ (3× 2)～ 1次系機器冷却水戻り母管合流点」と記載

記載の適正化を行う。既工事計画書には「1次系機器冷却水母管分岐′点～レジューサ (4× 2)」 と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「レジューサ (4× 2)～ 1次系機器冷却水母管合流点」と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「余熱除去ポンプおよび内部スプレポンプ室空調装置冷却ライン分岐点～レジューサ (2× 11/2)」 と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「余熱除去ポンプ冷却ライン分岐点～余熱除去ポンプ」と記載

呼手事計画書に記載がないため記載の適T化を行 う。記載内容は、設計図書による。

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「レジューサ (2× 11/2)～ レジューサ (1× 1/2)」 と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「レジユーサ (1× 1/2)～内部スプレポンプ」と記載                       が
華

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「内部スプレポンプ～レジューサ (1× 1/2)」 と記載                        トユ

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「レジュ‐サ (lX1/2)～ レジューサ (2× 11/2)」 と記載                     と

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「余熱除去ポンプ～余熱除去ポンプおよび内部スプレポンプ冷却もどリライン合流点」と記載      之



卜
０

(注46)

(注47)

(注48)

(注49)

(注50)

(注 51)

(注52)

(注53)

(注54)

(注55)

(注56)

(注57)

(注58)

(注59)

(注60)

(注61)

(注62)

(注63)

(注64)

(注65)

(注66)

(注67)

(注68)

(注69)

記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「レジューサ (2× 11/2)～ レジューサ (3× 2)」 及び 「レジューサ (3× 2)～余熱除去ポンプおよび内部

スプレポンプ室空調装置冷却ライン合流点」と記載

記載の適T化を行 う。既工事計画書には「充てんポンプ室空調装置冷却ライン分岐点～充てん/高圧注入ポィプ分岐点」と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「充てん/高圧注入ポンプ入日分岐点～充てん/高圧注入ポンプ」と記載

エルボについては管と同等以上の厚さのものを選定する。

記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「充てん/高圧注入ポンプ～充てん/高圧注入ポンプ出口分岐点」と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「充てん/高圧注入ポンプ出日分岐点年充てんポンプ室空調装置冷却もどリライン合流点」と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「1次系機器冷却水母管分岐点～計器用コンプレジサパッケージ」と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「計器用コンプレッサパッケージ～1次系機器冷却水戻 り母管合流点」と記載

記載の道正化を行 う。既工事計画書には 「1次系機器冷却水母管分岐点～レジューサ (12× 6)お よび (1・2× 8)」 と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「レジューサ (12× 6)～ レジュエサ (6× 4)」 と記載         ｀

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「レジューサ (6× 4)～ レジューサ (4× 2)」 と記載

記載の適正化を行 うと既工事計画書には「格納容器循環空調装置～レジューサ (4× 2)および合流点」と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「レジューサ (4× 2)および分岐点～格納容器循環空調装置」と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「レジューサ (4× 2)～ レジューサ (6× 4)及び合流点」と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「レジューサ (6× 4)～ レジュ‐サ (12バ 6)」 と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「レジューサ (12× 6)お よび (12× 8)～ 1次系機器冷却水戻母管合流点」と記載

記載の適I化を行 う。既ェ事計画書には 「海水ポンプ～中間建屋入口」と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「SS41」 と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「中間建屋入口～レジューサ (36× 30)」 と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「レジューサ (36× 30)～ティ (36× 36× 30)」 と記載                       婿

記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「海水母管分岐J点ん1次系冷却水クー ラ」と記載            ~            蓄

記載の道正化を行 う。既工事計画書には 「1次系冷却水クーラ～海水戻母管分岐点」と評載                         と

記載の適正イヒを行 う。既工事計画書イこイま「ティ (36× 36× 24)～中間建屋出口 (埋設部を除く)」 と記載                   と
記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「海水母管分岐点～レジューサ (10× 8)」 と記載                         o



卜
瀕

(注 70)

(注 71)

(注 72)

(注 73)

(注74)

(注75)

(注76)

(注 77)

(注78)

(注 79)

(注80)

(注81)

(注82)

(注83)

(注84)

(注85)

(注 86)

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「レジユーサ (10× 8)～ディーゼル発電機」と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「デイーゼル発電機～レジューサ (12× 8)」 と記載

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「レジューサ (12× 8)～ レジューサ (16× 12)」 と記載

記裁の道正化を行 う。既工事計画書には「レジューサ (16× 12)～海水戻母管合流′煮」と記載

STPT38同等材 (STPT370)への取替えを行 う。

STPG42同等材 (STPG410)への取替 えを行 う。

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「STPG42」 と記載

本設備は評載の適正化のみを行 うものであり、手続き対象外である。

SS41同等材 (SS400)への取替えを行 う。

注記について記載の適正化を行 う。平成28年6月 10日 付け原規規発第1606104号 にて認可された既工事計画書に記載の「重大事故等時における使用

時の値」を削除

記載の適正化を行 う。平成28年6月 10日 付け原規規発第1606104号 にて認可された既工事計画書には変更後に記載

STPG42同等 材 (STPG410)入の 取 替 え を行 うも

記載の適正化を行 う。既工事計画書には 「STPG42」 と記載

本設備は記載の適正化のみを行 うものであり、手続き対象外である。

SS41同等材 (SS400)仝の取替えを行 う。

注記について記載の適正化を行 う。平成28年 6月 10日 付け原規規発第1606105号 にて認可された既工事計画書に記載の 「重大事故等時における使用

時の値」を削除

記載の適正化を行 う。平成 28年 6月 10日 付け原規規発第 16o6105号 にて認可された既工事計画書には変更後に記載

埒
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資料 1-2

工事計画添付図面の抜粋

(以下は申請者の情報を基に作成したものである。)

1.許容範囲の根拠

(1)主配管

出典 :日 本工業規格 JIS G 3456

日本工業規格 」IS G 3457

日本工業規格 JIS B 2312

日本工業規格 」IS B 2313

(注1)エルボ(T継手

「高温配管用炭素鋼鋼管」

「西己管用アーク溶接炭素鋼鋼管」

「配管用鋼製突合せ溶接式管継手」

「配管用鋼板製突合せ溶接式管継手」

名 称 外径 (llm) 厚 さ(mm) 根拠

原子炉

補機冷却

設備

管

1 1/2B
公称値±0.5■ lm

(48.6+0.5/-0。 5)

公称値±0。 5■lm

(3,7+0.5/-0。 5)
」IS G 3456

8B
公称値±0,8% 下

(216.3+1.8/-1.8)

公称値±12.5%

(8.2+1,1/-1.1)
」IS G 3456

24B
公称値±0.5%

(609,6+3.1/-3.1)

公称値
+15%

-10%

(12.0+1.8/-1。 2)

」IS G 3457

に準拠

名 称 外径 (■lm) 厚 さ (■ 111) 根 拠

原子炉

補機冷去「

設備

管継手

(注 1)

8B

(端部の外径)

公称値
+2,4mm

-1.6mm

(216.3+2,4/-1.6)

公称値
十規定しない

-12.5%
(8.2-1.1)

」IS B

2312

16B

(端部の外径 )

公称値
+4.Omm

-3.2mm

(406.4+4,0/-3.2)

公称値
十規定しない

下12.5%

(9.5-1.2)

」IS B

2313

48
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資料 2-2
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随
検 査

漏えい
検 査

資料 3

1.昇降圧曲線

圧

(MPa)

時 間の

2.検査条件

※

耐圧検査、漏えい検査要領

力

ホ
Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ
Ｉ

Ｉ

Ｉ

機
器
名

検査封象
最高使用

圧  力

(MPa)

耐圧検査

規定圧力

(MPa)

漏 えい検査

圧   力

(MPa)

耐圧検査
保持時間

(分 )

水圧・気

圧の別

1次系冷却水ク▼ラ
A, B、 C

供給母管
1次系冷却水クエラ

A, B、 C
分岐点

1。 2※
1

海水供給母管
分岐J点

1次系冷却水クーラ
A, B、 C

0,7

1.2※
1

Bl次系冷却水クーラ
入日配管分岐点
(補機冷却水側 )

Bl次系冷却水ク十ラ
出日配管合流点

(原子炉補機冷却水側冷却水側
及び

Bl次系冷却水クーラ
海水供給接続日)

1.2※ 1

1.2

(1.2× 1.0)

1,2

(1.2× 1,0)
≧ 10 水圧

原
子
炉
補
機
冷
却
設
備
　
主
配
管

B余熱除去ポンプ

海水排水用ホース

下流側取合点

海水戻り母管
合流点

0,7※ 1

(0。 7× 1.0)

0,7 0,7

(0.7× 1.0)
≧ 10 水圧

:重大事故等時における使用時の値を示す。
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資料 4

検査用計器一覧表
(申請者の情報を基に作成 したものである。)

検査項目 検査用計器 測定範囲 測定精度 備考

耐圧検査

漏えい検査
圧力計

52



関西電力株式会社

高浜発電所第 1号機

構造、強度又は漏えいに係る

使用前検査実施要領書

施  設  名 放射性廃棄物の廃棄施設

放射線管理施設

気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備

廃棄物貯蔵庫

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

生体遮蔽装置

補助遮備
~欠

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

系  統  名

要領 書番 号 :原規規収第 1610071号 2二14改訂 2

平成 29年 9月

原子力規制委員会



改訂履歴

関西電力株式会社 高浜発電所第 1号機

構造、強度又は漏えいに係る使用前検査

施 設 名 放射性廃棄物の廃棄施設

放射線管理施設

要 領 書 番 号 :原規規収第 1610071号 2-14

回 年 月 日 改訂箇所、改訂内容及び改訂理由

平成 29年 1月 19日 制定

1 平成 29年 2月 9日 検査用計器一覧表の適正化

2 平成 29年 9月 25日 検査範囲図の適正化
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I 検査目的及び項目

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32年法律第 16

6号)第 43条の 3の 11第 1項に基づき実施する実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規

則 (昭和 53年通商産業省令第 77号)第 16条の表第 1号の工事の工程に係る使用前検査につ

いて、放射性廃棄物の廃棄施設及び放射線管理施設が、認可した工事計画 (※ 1)に従い製作さ

れ、据付けされ、原子力規制委員会規則で定める技術基準 (※ 2)に適合するものであることを

確認するもので、以下の検査を実施する。

1 材料検査

2 寸法検査

3 外観検査

4 組立て及び据付け状態を確認する検査

※ 1:認可した工事計画とは、外周コンクリー ト壁の一部撤去に伴い発生するコンクリ

エ ト、鉄筋等の保管庫を設置する工事に係るものである。 ヽ

※2:原子力規制委員会規則で定める技術基準とは、実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則 (平成 25年原子力規制委員会規則第 6号。以下「技

術基準」というと)である。本検査に関する条項は第40条第 1項及び第40条第

2項並びに第42条第 1項及び第42条第 2項であり、上記検査項目に係る事項

について確認する。

Ⅱ 検査場所

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

一般財団法人日本建築総合試験所試験研究センター

大阪府吹由市藤白台 581

Ⅲ 検査範囲

1 検査対象施設及び範囲

検査対象施設及び範囲は、工事計画に記載された下記の施設とする。

(詳細は、資料 1「工事計画本文」及び資料 2「検査範囲図」参照。)

1



高浜発電所第 1号機

発電用原子炉施設

2 工事計画認可・届出関係

認可番号

(認可年月 日)

原規規発第 1606104号

(平成 28年 6月 10日 )

Ⅳ 検査方法

1 材料検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備されていることを確認すると

③ 検査用計器が校正されており有効期限内であること及び必要な測定範囲、測定精度

を有していることを確認する。

(2)検査手順

目視又は申請者の品質記録により、工事計画に記載されている材料が使用され、かつ、

技術基準に適合していることを確認する。

2 寸法検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

③ 検査用計器が校正されており有効期限内であること及び必要な測定範囲、測定精度を

有していることを確認する。

2

名称 個数

放射性廃棄物の廃棄施設

気体(液体又は固体廃棄物貯蔵設備

廃棄物貯蔵庫

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

一式

放射線管理施設

生体遮蔽装置

補助遮蔽

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

一式



(2)検査手l贋

目視又は申請者の品質記録により、工事計画に記載されている主要寸法を確認する。

3 外観検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

(2)検査手順

目視又は申請者の品質記録により、各部の外観を確認する。

(詳細は資料 2「検査範囲図」参照)

4 組立て及び据付け状態を確認する検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備されていることを確認する。

(2)検査手順

目視又は申請者の品質記録により、機器等の組立て及び据付け状態※を確認する。

(詳細は資料 2「検査範囲図」参照)

※ :塗装後の外観確認も含めて実施

V 判定基準

1 材料検査

工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。         f
2 寸法検査

各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

3 外観検査

有害な欠陥 (表面に機能 。性能に影響を及ばすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、浸

食)がないこと。
フ4 組立て及び据付け状態を確認する検査

工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

3



備考

検査項目※1

組立て及び

据付け状態

を確認する

検査

A/B※ 4

A/B※ 4

外観検査

A/B※ 4

A/B※ 4

寸法検査

A/B※ 3

A/B※ 3

材料検査

B卜 2

B※ 2

技術基準

の区分

耐震

クラス
系統名

気体、液体又は固体廃乗物貯蔵設備

廃棄物貯蔵庫

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

生体遮蔽装置

補助遮蔽

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

施設区分

放射性廃棄物の廃

棄施設  1

放射線管理施設

|ト

立会区分表

※ 1:記号説明、|       |
A/B:抜 取立会検査

B:記録確認検査

※2:フ レンシユコンクリー トの性状とコンクリ‐ 卜圧縮強度検査は抜取立会検査とするЬ

※3:抜取立会検査における立会は、検査項目ごと(鉄筋の組立精度等、型枠の組立精度及びコンクリートの打ち上がり精度を含む)に 1回以上とする。

※4:抜取立会検査における立会は、検査項目ごとに1回以上とする。         .                      イ

翌
謙

｝



丹lJ和く2

関西電力株式会社

高浜発電所第 1号機

構造、強度又は漏えいに係る

使用前検査成績書|

施  設  名

系 統 名

放射性廃棄物の廃棄施設

放射線管理施設

気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備

廃棄物貯蔵庫

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

生体遮蔽装置

補】ナJ遮蔽

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

要領 書番 号 :原規規収第1610071号 2〒14

平成  :年  月

原子力規制萎員会

・
５



使用前検査成績書

1 発電所名  関西電力株式会社高浜発電所第 1号機

2 検査の種類  構造、強度又は漏えいに係る使用前検査

3 検査申請

4 検査期日

5 検査場所

6 検査範囲

使用前検査申請番号

関原発第 299号 (平成 28年 10月 7日 )

自 平成

至 平成

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

一般財団法人日本建築総合試験所試験研究センター

大阪府吹田市藤白台 卜辟1

高浜発電所第 1号機

放射性廃棄物の廃棄施設

気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備

廃棄物貯蔵庫

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

放射線管理施設

生体遮蔽装置

補助遮蔽

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

7 検査結果   検査結果=覧表のとおり

使用前検査記録

1 検査前確認事項

? 材料検査記録

月

　

月

年

年

日

　

日

一式

‐式

6

8 添付資料



3 寸法検査記録

4 外観検査記録

5 組立て及び据付け状態を確認する検査記録

6 検査用計器一覧表

7



9 検査実施者

∞

特記事項検査立会責任者 印

主任技術者

主任技術者

主任技術者

原子力施設検査官 印検査年月日

平成 年

月 日

平成  年

月   日

平成  年

月   日



検査結果一覧表

系統名 :放射性廃棄物の廃棄施設 気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備 廃棄物貯蔵庫 外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

放射線管理施設 生体遮蔽装置 補助遮蔽 外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

O

備  考検査立会責任者 印

平成 年

月 日

主任技術者

平成 年

月 日

主任技術者

平成 年

月 日

主任技術者

原子力施設検査官 印

組立て及び据付け状態

を確認する検査

平成 年

月 口

平成 年

月 日

平成   年

月 日

外観検査

平成 年

月 日

平成 年

月 日

平成 年

月 日

寸法検査

平成 年

月 日

平成 年

月 日

平成 年

月 口

材料検査

平成  年

月 日

平成 年

月 日

平成 年

月 日



添付資料-1-1

材料検査

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備 考

申請者の品質記録が準

備 されていること。
記録確認

平成  年

月   日

平成  年

月   日

平成  年

月   日

必要な図面等が準備 さ

れていること。
図面等確認

平成  年

月   日

平成 ′ 年

月   日

平成  年

月   日

検査用計器が校正され

てお り有効期限内であ

ること及び必要な測定

範囲、測定精度を有 し

ていること。

記録確認

平成 年

月 日

平成 年

月 日

平成 年

月 日
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添付資料-1-2

寸法検査

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備されていること。
記録確認

平成  年

月   日

平成  年

月 日

平成  年

月   日

必要な図面等が準備さ

れていること。
図面等確認

平成  年

月   日

平成  年

月   日

平成  年

月   日

検査用計器が校二され

ており有効期限内であ

ること及び必要な測定

範囲、測定精度を有し

ていること。

記録確認

平成  年

月  日

平成  年

月   日

平成  年

月   日
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添付資料-1-3

外観検査

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が

準備されていること。
記録確認

平成  年

月   日

平成  年

月   日

平成  年

月   日

必要な図面等が準備

されていることど
図面等確認

平成  年

月   日

平成  年

月   日

平成  年

月   日

12



添付資料-1-4

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

組立て及び据付け状態を確認する検査

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者 の品質記録が

準備されていること。
記録確認

平成  年

月   日

平成  年

月   日

平成  年

月   日

必要な図面等が準備

されていること。
図面等確認

平成  年

月   日

平成  年

月   日

平成  年

月   日

13



添付資料-2
高浜発電所第 1号機

材料検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所
一般野団法人日本建築総合試験所試験研究センタエ

検査範囲 :放射性廃棄物の廃棄施設 気体、液体又は回体廃棄物貯蔵設備

廃棄物貯蔵庫 外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用):一式

放射線管理施設 生体遮蔽装置 補助遮蔽

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用):一式

判定基準 :工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

対象機器 使用材料 検査年月日
検査

結果
検査方法

外部遮蔽壁保管庫

(1・ 2号機共用 )

鉄筋コンクリー ト※1

(密度 2.lg/cm3以 上)

平成  年

月   日

目移訪/

醐

備 考

※ 1 検査において確認 した項 目は以下のとお り

ロ セメン ト

□ 骨材

□ 練混ぜ水
□ 混和材料

ロ フレッシユコンクリー トの性状
ロ コンクリー トの圧縮強度

ロ アルカリシリカ反応性

□ 遮蔽,コ ンクリー トの乾燥単位容積質量 確認 した密度の最小値
□ 鉄筋

g/cm3)

※ 2:以下の打設箇所について確認

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 3)による。

※ 3:適合性確認検査成績書の要領書番号
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添付資料-3-1
高浜発電所第 1号機

寸法検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :放射性廃棄物の廃棄施設

気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備

廃棄物貯蔵庫 外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用):一式

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

検査対象
主要寸法挙3

(m)

許容値
※4

(m)

測定値
※5

(m)
検査年月日

検

結

査

果
検査方法

外部遮備
~女

壁保

管庫 (1・ 2号
機共用)琴

1

間

日

1

階
53.400 53.360以 上

平成  年

月  日

目和誌/

帥

2

階
53.400 53,360以 上

平成  年

月  日

目つ訪/

帥

奥

行

1

階
45,900 45,860以 上

平成  年

月  日

目利彩/

帥

2

階
45.900 45.860以上

平成

月

年

日

目視/

翻

局

さ

1

階
5.500 5.470以 上

平成  年

月  日

目秒y

翻

2

階
4.400 4.370以上

平成  年

月  日

目和訪/

帥

備考          ―

※ 1:検査において確認 した項 目は以下のとおり

□ 鉄筋の組立精度等

□ 型枠の組立精度

ロ コンクリー トの打ち上がり精度

□ 寸法

※ 2:以下の打設箇所について確認

※ 3

※ 4
※ 5

公称値

許容値は工事計画による。

最小値

,記録確認は、申請者の品質記録 (※ 6)による。

※ 6:適合性確認検査成績書の要領書番号
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添付資料-3-2
高浜発電所第 1号機

寸法検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :放射線管理施設 生体遮蔽装置

補助遮蔽 外部遮常
~欠

壁保管庫 (1・ 2号機共用):一式

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

検査対象

主要寸法

(最小厚さ)

(m)

許容値
※4

(m)

測定値
※5

(m)
検査年月日

検査

結果
検査方法

外部遮蔽壁保

管庫 (1・ 2号
機共用)※ 1

1

階

】ヒ

壁

0.495

(0.500)※
3 0.495以上

平成  年

月  日

目利誌/

翻

東

壁

0.495

(0.500)※
3 0.495以上

平成  年

月  日

目視/

帥

南

壁

0.495

(0.500)※
3 0.495以上

平成  年

月  日

目を訪/

納

西

壁

0.495

(0.500)※
3 0.495以上

平成  年

月  日

目碧議/

帥

2

階

】ヒ

壁

0.295

(0.300)※
3 0.295以上

平成  年

月  日

目視/

納

東

壁

0.295

(0.300)※
3 0.295以上

平成  年

月  日

目つ誌/

翻

南

壁

0.295

(0.300)※
3 0.295以上

平成  年

月  日

目和議/

帥

西

壁

0.295

(0.300)※
3 0.295以上

平成  年

月  日

目視/

醐

天丼
0.295

(0.300)※
3 0.295以上

平成  年

月  日

目和訪/

帥

備考

※ I:検査において確認 した項 目は以下のとおり

□ 鉄筋の組立精度等

□ 型枠の組立精度
'ロ コンクリー トの打ち上がり精度

□ 寸法

※ 2:以下の打設箇所について確認

※ 3:公称値

※4:許容値は工事計画による。

※ 5:最小値
・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 6)による。

※6:適合性確認検査成績書の要領書番号 :
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添付資料-4
高浜発電所第 1号機

外観検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :放射性廃棄物の廃棄施設 気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備

廃棄物貯蔵庫 外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用):す式

放射線管理施設 生体遮蔽装置 補助遮蔽
外部巡備

~欠
壁保管庫 (1・ 2号機共用):一式

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能・ll生能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形く腐食、浸食)

がないこと。

検査対象 検査年月日
査

果

検

結
検査方法

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用 )

年

日

平成

月
目視/記録確認

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 2)による。

※2:適合性確認検査成績書の要領書番号

備考

※ li以下の打設箇所について確認
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添付資料-5
高浜発電所第 1号機

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :放射性廃棄物の廃棄施設 気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備

廃棄物貯蔵庫 外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用):一式

放射線管理施設 生体遮蔽装置 補助遮蔽

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用):一式

判定基準 :工事計画のとお りであり、技術基準に適合すること。

検査対象 検査年月 日
検査

結果
検査方法

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用 )
平成 年

日月
目視/記録確認

備考
。塗装後の外観もあわせて確認
・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 1)による。

※ 1:適合性確認検査成績書の要領書番号
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検査項目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限
備 考

添付資料-6

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表
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資料 1-1
工事計画本文 (1/2)

放射性廃棄物の廃棄施設

気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備

(6)廃乗物貯蔵庫の名称、種類、容量、主要寸法及び材料

(注 1)1階の容量5,900n3と 2階の容量3,300m3の 総計

(注2)公称値

変 更 前 変 更 後

名 称
外部速敲壁保管庫

(1・ 2号機共用)

種 類 鉄筋コンクリー ト造2階建

容 量 m患 /棟 保管容器 8,800 (8,300(注 1,2))

主
要
寸
法

ヽ

間 口 m

1階 2階

53.400(注 2) 53.400(注 2)

奥 行 m 45。 900(学 2) 45.900(注 2)

高 さ 皿 5.500(注 2) 4.400(注 2)

材 料 鉄筋コンクリー ト

20



Ｎ
岸

工事計画本文 (2/2)
放射線管理施設

′3 生体遮蔽装置の名称、種類、主要寸法(冷却方法及び材料

蛉
華

Ｐ
Ｉ
Ｎ

変 更 後

材  料

自然冷却
鉄筋コンクリー ト

(密度2.ig/cm3以 上)

自然冷却
鉄筋コンクリー ト

(密度2,lg/cn3以 上)

鉄筋コンクリー ト

(密度2.lg/cm3以 上)

鉄筋コンクリー ト

(密度2.lg/tm3以 上 )

鉄筋ヨンクリー ト

(密度2.lg/cn3以 上)

鉄筋コンクリー ト

(密度2.lg/cm3以 上)

自然冷却
鉄筋コンクリー ト

(密度2.lg/cm3以 上)

自然冷却
鉄筋コンクリー ト

(密度2.lg/cm3以 上)

鉄筋コンクリー ト

(密度2.Ig/cm3以 上)

冷却方法

自然冷却

自然冷却

自然冷却

自然冷却

自然冷却

主 要 寸 法

(最′
lヽ厚 さ)(m)

0.495 (0.500(注 1))

0.495 (0.500(注 1))

0。 495 (0.500(rJ l))

0.495 (0.500(注 1))

0.295 (0,300(注 1))

0.295 (0,300(11))

0.295 (0.300(注 1))

0,295 (0,300(注 1))

0.295 (0,300(注 1))

種   類

軒ヒ壁

東 壁

南壁

西 壁

耳ヒ壁

東壁

南露

西藍

天 丼

1踏

2階

壁

名  称

外部遮薇壁保管庫

(1・ 2号機共用)

補
助
遮
蔽

変更前

(注 1)公称値



検査範囲図 (1/4)
(以下、「検査範囲図」は申請者の情報を基に作成 したものである。)

放射性廃棄物の廃棄施設

気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備

廃棄物貯蔵庫

Ｎ
Ｎ

ゆ
華

Ю
Ｉ

岸



検査範囲図 (2/4)

卜Э

鉄筋 コンク リー ト造 2階建

保 管容器 8,300(3,300)こ3/棟

主   要   目  表

種  類  |

鉄筋 コンク リー ト

量

料

容

材

トーB

r H

0 B ロ

0 9 Cl

0 C g〕 暉 0
(問 口)

53 400

O

(閥 口)

53 400

下 T
A こl

A

9 G 9 ビl ロ

EJ 0 D a

正二●傑。旅
B

十_ (奥行)45900
―

|

1階平面図 2階平面図

凡 例

‐ 補助送蔽部分

臆  1翻 E L キ81 5m

(Gと、 ※ 1・ 2号機 共ナヨ

(奥 行)45900 (聞 口)53400

検査範囲園 2

(気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備)

断 面 ■― A 断 面 B― B

(単位 :n)

蛤
華

Ю
Ｉ
Ｎ



検査範囲図 (3/4)
放射線管理施設

生体遮蔽装置

補助遮蔽

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

Ｎ
卜

ゆ
華

尚
―
∞



検査範囲図 (4/4)

卜つ
り

おオ 料

鉄筋コンクリー ト

(密 度2二 gんn'以上)

鉄筋コンクリー ト

(密度218/C甑 .以上 )

鉄筋コンクリー ト

(密度21s/cnttt L)

鉄筋コンクリー ト

(密 度21s/cnJ以上)

鉄筋コンクリー ト

(密 度21sん n3以上)

鉄筋ランクリー ト

(密 度21gた nt以上)

然冷却包南盤

東監 十自然冷却

自然冷却

然冷却

耳ヒ璧

西 整

1贈

自然冷却西 睦

2階

,ど

自然冷却東壁

1北整 i自 然冷却

南盤 1自 然冷却

鉄術 コンク リー ト

(密 度21g/c13以 上 )

鉄筋コンクリー ト

(密 度2_lg/cn3以 上)

然冷却百天丼
鉄筋ヨンクリー ト

(密度21g/cn'以上)

T
η

む C

(甫 豊厚 さ〉0495(0500)

0
0

(北壁厚 さ)0495(0500) T
(北壁厚さ)0295(0.300)

(F

さ)0295

O

αl 命 Q

トーB

1階平面図
|

2階平面図

凡例

EI+SI o狐 E L +81 5m 構ワ,進蔽部分

(2軋 )▽ ▽

こと+735m E L +?6 0m ※ I・ 2号機失用
(lFL)▽

検査籠併l凹 4

(生体遮蔽装置)

断面 A―A 断面 B― B

(単位 〔m)

蛉
華

Ｎ
Ｉ
ト



資料 3

検査用計器一覧表

(申請者の情報を基に作成 したものである。)

検査項 目 機器名称 測定範囲 測定精度 備考

材料検査 エアメーター

材料検査 温度計

材料検査 塩化物量測定器
カンタブ低濃度

口口

材料検査 電子葎 目量等 :lg

材料検査 圧縮試験機

材料検査

寸法検査
コンベ ックス

寸法検査 コンベ ックス

寸法検査 鋼製巻尺

寸法検査 レーザー距離計
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関西電力株式会社

高浜発電所第 1号機

構造、強度又は漏えいに係る

使用前検査実施要領書

施 設 名  :放射線管理施設

原子炉格納施設

系 統 名 生体遮蔽装置

外部遮術
~女

二次格納施設

鋼製格納容器

外周コンクリー ト壁

外部 しゃへい建屋 (2次格納施設 )

要領書番号  :原規規収第 1610071号 2-17

令和元年 10月

原子力規制委員会



改訂履歴

関西電力株式会社高浜発電所第 1号機

構造、強度又は漏えいに係 る使用前検査

施 設 名 :放射線管理施設

原子炉格納施設

要領書番号 :原規規収第 1610071号 外 17

回 年 月 日 改訂箇所t改訂内容及び改訂理由

平 成 30年 8月 10日 制 定

1 平成 30年 8月 22日

・工事計画変更の認可番号の追記

・共通事項 として使用前検査申請書の確認を検

査前確認事項に追加

・記載の適正化

2 平成 30年 12月 12日 。2頁  工事計画変更の認可番号の追記

3 平成 31年 2月 19日 ・ 2頁 工事詩画変耳の認可番号の追記

4 平 成 31年 4月 15日

。2頁  工事計画変更の認可番号の追記

・ 3、 11買 共通事項 として工事計画の認可

番号の確認 を検査前確認事項に追加

5 令 和 元年 10月 28日

・ 20頁 寸法検査の許容値を追記

・ 27頁  工事計画添付図面の補足抜粋を追加

130貢  検査用計器一覧表に検査用計器 (ト

ータルステーシ ョン、オー トレベル)を追力日
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I検査 目的及び項 目

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32年法

律第 166号 )第 43条の 3の 11第 1項に基づき実施する実用発電用原子炉の設置、

運転等に関する規則 (昭和 53年通商産業省令第 77号)第 16条の表第 1号 の工事

の工程に係 る使用前検査について、放射線管理施設及び原子炉格納施設が、認可 した

工事計画に従い製作 され、据付けされ、原子力規制委員会規則で定める技術基準 (※

1)に適合するものであることを確認するもので、以下の検査を実施する。

1材料検査

2寸 法検査

3外観検査

4組 立て及び据付け状態を確認する検査

※ 1:原子力規制委員会規則で定める技術基準 とは、実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則 (平成 25年原子力規制委員会規則

第 6号。以下 「技術基準」 とい うど)である。本検査に関する条項は第

42条第 1項、第 42条第 2項及び第 44条であ り、上記検査項 目に係

る事項について確認す る。

Ⅱ 検査場所

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

一般財団法人 日本建築総合試験所

大阪府吹田市藤 白台

試験研究センター

Ⅲ 検査範囲                      ′

1検査対象施設及び範囲

検査射象施設及び範囲は、工事計画に記載 された下記の施設 とする。

(詳細は、資料 1「 工事計画本文」及び資料 2「検査範囲図」参照 )

1



名 称 個数

放射線管理施設

生体遮蔽装置

外部遮蔽

一 式

原子炉格納施設

二次格納施設

鋼製格納容器   、

外周 コンクリー ト壁

外部 しゃへい建屋 (2次格納施設 )

一 式

高浜発電所第 1号機

発電用原子炉施設

2二 事計画認可・届出関係

認可番号

(認可年月 日)

工事計画 の認可番号 :原規規発第 1606104号

(平成 28年 6月 10日 )

工事計画変更の認 可番号 :原規規発第 1707191号

(平成 29年 7月 19日 )

原規規発第 1801251号

(平成 30年 1月 25日 )

原規規発第 1806277号

(平成 30年 6月 27日 )

原規規発第 1808063号

(平成 30年 8月 6日 )

原規規発第 1811291号

′       (平 成 30年 11月 29日 )

.     原規規発第 1901281号

(平成 31年 1月 2.8日 )

原規規発第 1903271号

(平成 31年 3月 27日 )

上記以降の変更については、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認する。

Ⅳ 検査方法

1共通事項

(1)使用前検査 申請書の確認

2



① 検査前確認事項

a本検査に係 る使用前検査申請書 (変更申請を含む。)が準備 されていること

を確認する。

b検査をする工事の工程、期 日及び場所が申請書 どお りであることを確認す

る。

c工事計画の認可番号の記載が適切であることを確認する。

2材料検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備 されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備 されていることを確認する。

③ 検査用計器が校正されてお り有効期限内であること及び必要な測定範囲、測定

精度を有 していることを確認する。

(2)検査手順        1
目視又は申請者の品質記録により、工事計画に記載 されている材料が使用 され、

かつ、技術基準に適合 していることを確認する。

3寸法検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備 されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備 されていることを確認する。

③ 検査用計器が校正されてお り有効期限内であること及び必要な測定範囲、測定

精度を有 していることを確認する。

(2)検査手順

目視又は申請者の品質記録により、工事計画に記載されている主要寸法を確認す

る。なお、既設部については申請者の品質記録により確認 し、新たにコンクリ‐ ト

を施工 した範囲については直接測定又は施工時に埋め込んだ検査用ボル トにより

測定する。

4外観検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備 されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備 されていることを確認する。

(2)検査手順

目視又は申請者の品質記録により、各部の外観を確認する。

(詳細は資料 2「検査範囲図」参照)

5組立て及び据付け状態を確認する検査
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(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備 されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備 されていることを確認する。

(2)検査手順

目視又は申請者の品質記録により、組立て及び据付け状態を確認す る。

(詳細は資料 2「検査範囲図」参照 )

V判 定基準

1材料検査

工事計画の とお りであり、技術基準に適合すること。

2寸 法検査

各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

3外観検査

有害な欠陥 (表面に機能 。性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、

浸食)が ないこと。

4組 立て及び据付け状態を確認する検査   ,

I事計画の とお りであ り、技術基準に適合すること。
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銅

立会区分表

記号説明

A/B:抜 取立会検査 B:記 録確認検査

フレッシュコンクリ■ 卜の性状 とコンクリー ト圧縮強度検査は抜取立会検査 とする。

抜取立会検査における立会いは、検査項自ごと (鉄筋の組立精度、型枠の組立精度を含む)

抜取立会検査における立会いは、検査項目ごとに1回以上を原則とする。    1

※ 1

※ 2

※ 3

※ 4

に 1回 以上とする。

遭
粛

Ｐ

備 考

検査項 目※1

組立て及び据

付 け状態 を確

認す る検査

A/B※ 4

外観検査

A/B※ 4

寸法検査

A/B※ 3

材料検査

B※ 2

技術基準

の区分

格納容器

耐震

クラス

S

S

系統名

生体遮蔽装置

外部遮I蔽

二次格納施設          '
鋼製格納容器

外周 コンク リー ト璧

外部 しゃへい建屋 (2次格納施設 )

施設名

政射線管理施設

原子炉格納施設



別 紙 2

′関西電力株式会社

高浜発電所第 1号機

構造、強度又は漏えいに係る

使用前検査成績書

施  設  名 放射線管理施設

原子炉格納施設

生体遮蔽装置          
・

外部遮蔽

二次格納施設

鋼製格納容器

外周コンクリー ト壁

外部 しゃ人ぃ建屋 (2次格納施設 )

系 統 名

要領書番号  :原規規収第 1610071号 217

年  月

原子力規制委員会
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使用前検査成績書

1発電所名 関西電力株式会社高浜発電所第 1号機

2検 査の種類   構造、強度又は漏 えいに係 る使用前検査

3検査申請 使用前検査申請番号

4検 査期 日

5検 査場所 関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

一般財団法人 日本建築総合試験所

大阪府吹田市藤 白台

月

月

年

年

自

至

6検査範囲

試験研究センター

高浜発電所第 1号機       上

発電用原子炉施設

.放射線管理施設

生体述蔽装置

外部遮蔽 一式

原子炉格納施設

ヽ 二次格納施設

鋼製格納容器

‐  外周コンクリィ ト壁      、

外部 しゃへい建屋 (2次格納施設)

7

一 式



9添付資料

7検査実施者   検査実施者一覧表のとお り

8検 査結果 検査結果一覧表のとお り

使用前検査記録

1検査前確認事項

2材料検査記録

3寸法検査記録

4外 観検査記録

5組 立て及び据付け状態を確認する検査記録

6検査用計器一覧表
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検査実施者一覧表

O

特記事項検査立会責任者 印

主任技術者

主任技術者

主任技術者

原子力施設検査官 印検査年月 日

年

月   日

年

月 日

年

月 日



検査結果一覧表

系統名 :生体遮蔽装置 外部遮蔽

二次格納施設 鋼製格納容器 外周コンクリー ト壁 外部 しゃへい建屋 (2次格納施設 )

Ｐ
Ｏ

備 考
組立て及び据付 け

状態 を確認す る検査

年

月   日

年

月   日

年

月   日

外観検査

年

月 日

年

月   日

年

月   日

寸法検査

年

月   日

年

月   日

年

月 日

材料検査

年

月 日

年

月   日

年

月   日

検査項 目

検査 日

結 果

検査 日

結 果

検査 日

結 果



添付資料-1-1

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

共通事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 検査年月 日 結 果 備 考

本検査に係 る使用前

検査申請書 (変更申

請を含む。)が準備 さ

れていること。

記録確認

年

月   日

使用前検査成績書の 「3検

査申請」に申請番号 (変更申

請番号を含む。)を記載する。年

月   日

年

月   日

検査をする工事の二

程、期 日及び場所が

申請書 どお りである

こと。

記録確認

年

月
' 

日

年

月   日

年

月   日

工事計画の認可番号

の記載が適切である

ことも

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日
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添付資料〒 1-2

材料検査

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結 果 備 考

申請者の品質記録が

準備 されているこ

と。

記録確認

年

月   自

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備

されていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

検査用計器が校正さ

れてお り有効期限内

であること及び必要

な測定範囲、測定精

度を有 しているこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日
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添付資料-1-3

寸法検査

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月 日 結 果 備 考

申請者の品質記録が

準備 されているこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備

されていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月 ＼ 日

検査用計器が校正 さ

れてお り有効期限丙

であること及び必要

な測定範囲、測定精

度を有 しているこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日
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添付資料 -1-4

外観検査

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月 日 結 果 備 考

申請者の品質記録が

準備 されているこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月 日

必要な図面等が準備

されていること。
図面等確認

年

月 日

年

月   日

年

月   日
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添付資料 -1-5

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

組立て及び据付 け状態 を確認す る検査

確認事項 確認方法 検査年月 日 結 果 備 考

申請者の品質記録が

準備 されているこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備

されていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日
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添付資料 -2

高浜発電所第 1号機

材料検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

一般財団法人 日本建築総合試験所 試験研究センター

検査範囲 :放射線管理施設 生体遮蔽装置 外部遮蔽 :一式

判定基準 :工事計画の とお りであ り、技術基準に適合すること。

検査対象 材 料 検査年月 日
検

結

査

果
検査方法

外部遮蔽

円筒部

上 部

鉄筋 コンク リエ ト※1

(密 度 2.lg/cm3以 上 )

年

月 日

ロネ兄/

納

下 部
年

月 日

目つ訪/

軸

ドー ム部
年

月 口

ロネ見/

納

備考

※ 1 鉄筋 コンク リー トに要求 され る品質 を満 た していること確認するために以下の

項 目について確認

ロセメン ト、□骨材、□練混ぜ水、回混和剤 、□混和材、

ロフレッシュコンク リー トの性状、□構造体 コンク リー トの圧縮強度、

ロアルカ リシ リカ反応性、

□遮常
~女 コンク リー トの乾燥単位容積質量             |
確認 した密度の最小値 (      g/Cm3)、

口鉄筋

□あと施エアンカー

・記録確認 は、申請者 の品質記録 (※ 2)に よる。

※ 2:適 合性確認検 査成績書 の要領 書番 号

※ 3:以下の箇所 について確認
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μ
『

高浜発電所第 1号機

寸法検査記録

検査場所 :関 西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :放射線管理施設 生体遮蔽装置 外部遮蔽 :一 式

原子炉格納施設 二次格納施設 鋼製格納容器 外周 コンクリー ト壁 外部 しゃへい建屋 (2次格納施設)i一 式

判定基準 :各 部の主要寸法の測定値が許容寸法 を満足す ること。

検査方法

目移も/

軸

備考

、※ 1:検査において確認 した項 目は以下の とお り

□鉄筋の組立精度、□あ と施エアンカーの組立て精度、□型枠の組立精度、
□寸法 (検 査用ボル トの寸法 :       m)※ 2

※ 2:立会検査において測定を実施 した場合 に記載 ※ 3:外部遮蔽 円筒部の

※ 4:公 称値  ※ 5:許 容値 は工事計画による

。記録確認 は、申請者 の品質記録 (※ 6)に よる。

※ 6:適合性確認検査成績書の要領書番号 :

※ 7:以下の箇所 について確認

超 える部分

検査

結果
検査年月 日

年

月 日

測定値

(m)

許容値
※5

(m)

主要寸法

(m)
検査対象

最小厚 さ

円筒部 (上部
※3)

上 部
※3円筒 部

胴壁厚

外部遮蔽
※1

外部 しゃへい建屋※1

(2次 格納施設 )

募
草
埒
華
ｌ

ω
ｌ

岸



Ｐ
∞

高浜発電所第 1号機

寸法検査記録

検査場所 :関 西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :放射線管′理施設 生体遮蔽装置 外部遮蔽 :一 式

原子炉格納施設 二次格納施設 鋼製格納容器 外周 コンクリー ト壁 外部 しゃへい建屋 (2次格納施設):一 式

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足することど

検査方法

ロネ見//

帥

備考

※ 1:検査において確認 した項 目は以下の とお り

□鉄筋の組立精度、□あ と施正アンカーの組立て精度、□型枠の組立精度、
□寸法 (検 査用ボル トの寸法 :       m)※ 2

※ 2:立会検査において測定を実施 した場合 に記載

※ 3:外部遮蔽 円筒評の中 下の部分

※ 4:公 称値

※ 5:許 容値は工事計画による    ―

・記録確認は、申請者 の品質記録 (※ 6)に よる。

※ 6:適合性確認検査成績書の要領書番号 :

※ 7:以下の箇所 について確認

検査

結果
検査年月 日

年

月 日

測定値

(m)

主要寸法

(m) |

許 容値
※5

(m)
検査対象

最小厚 さ

円筒部 (下 部
※3)

下部
※3

円筒部

胴壁厚

外部遮蔽
※1

外部 しゃへい建屋※1

(2次格納施設 )

郭
奪
溌
華

ｌ

ω
卜

Ｎ



Ｐ
⑮

検査方法

ロネ見′/

帥

検査

結果
検査年月 日

日

年

月

測定値

(m)

許容値

(m
主要寸法

(m)

最小厚 さドー ム部

ドー ム部厚 さ

寸法検査記録

高浜発電所第 1号機

検査範囲 :放射線管理施設 生体遮蔽装置 外部遮蔽 :一式

原子炉格納施設 二次格納施設 鋼製格納容器 外周 コンクリー ト壁 外部 しゃへい建屋 (2次格納施設):一 式

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法 を満足す ること。

外部遮蔽番1

外部 しゃへい建屋※1

(2次格納施設 )

備考

※ 1:検査において確認 した項 目は以下の とお り

□鉄筋の組立精度、回型枠の組立精度、□寸法 (検 査用ボル トの寸法
※ 2:立会検査 において測定を実施 した場合 に記載

※ 3:公 称値  ※ 4:許 容値は工事計画による

。記録確認 は、申請者 の品質記録 (※ 5)に よる。

※ o:適合性確認検査成績芦の要領書番号 :

※6:以下の箇所について確認

m)※ 2

鶉
草
ゆ
華

ｌ

ω
ｌ

ω
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Ｏ

検査方法

目移も/

帥

ロネ乃/

帥

目幕己/

帥

ロネ兄/

帥

検査

結果
検査年月 日

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

測定値

(m)

許容値
※5

(m)

主要寸法

(m)

円筒部 (上 部
※1)

円筒部 (下 部
※2)

内 径

胴壁高 さ

全 高

寸法検査記録

高浜発電所第 1号機

検査場所 :関 西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :原 子炉格納施設 二次格納施設 鋼製格納容器 外周 コンクリー ト壁 外部 しゃへい建屋 (2次格納施設):一 式

判 定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法 を満足す ること。

検査対象

外部 しゃ八ぃ建屋

(2次格納施設 )

外部遮蔽円筒部の    を超える部分 バ2:外部遮蔽円筒部の    以下の部分 ※3:公称値

々ゝら ※5:許容値はメーカ基準値による

・記録確認 は、申請者の品質記録 (※ 6)に よる。

※ 6:適合性確認検査成績書の要領書番号 :

備 考

※ 1

※ 4

郭
草
ゆ
華

―

∞
―
ト



添付資料-4

高浜発電所第 1号機

外観検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :放射線管理施設 生体遮蔽装置 外部遮蔽 :一式

原子炉格納施設 二次格納施設 鋼製格納容器 外周コンク リー ト壁 外部 しゃヘ

い建屋 (2次格納施設):―式

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能 。性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐

食、浸食)が ないこと。

検査対象 検査年月 日
検査

結果
検査方法

外部遮蔽

外部 しゃへい建屋 (2次格納施設 )

月   日

年 目和訪/

翻

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 1)に よるも

※ 1:適合性確認検査成績書の要領書番号 :

※ 2:以下の箇所について確認

21



添付資料-5

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

高浜発電所第 1号機ヽ

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :放射線管理施設 生体遮蔽装置 外部遮蔽 :二式

原子炉格納施設 二次格納施設 鋼製格納容器 外周コンクリー ト壁 外部しゃへ

い黛屋 (2次格納施設):一式

判定基準 :工事計画のとお りであり、技術基準に適合すること。

検査対象 検査年月 日
検査

結果
検査方法

外部遮蔽

外部 しゃへい建屋 (2次格納施設 )

月   日

年 ロネ見/

翻

備考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 1)に よる。

※ 1:適合性確認検査成績書の要領書番号 :

※ 2:以下の箇所について確認       
ゴ

０
わ

９
Ｐ



添付資料-6

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表

検査年月 日 年  月  日

検査項 目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月 日

有効期限
備 考

23



工事計画本文 (1/3)

放射線管理施設

生体遮蔽装置

Ю
ト

(注 1)記裁の適正化を行 う。R元工事計画書には「外部しゃへい」と記載

(注2)既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行 う。記載内容は設計図書による。

(注3)記載の適正化を行 う。R光工事計画書には ■■■ と記載

(注4)

(注 5)

(注 6)

(注 7)

(注8)

公称値                  .     :

記載の適正化を行 う。既工事計画書には「鉄筋 コンクリー ト (比重2,3以上)

設備区分 7.原子炉格納施設では外部 しゃべい建屋 として申請

外部遮蔽円筒

外部遮蔽円筒

超える部分

下の部分

蛉
華

岸
―

岸

変 更 後

材  料

鉄筋コンクリー ト

(密度2.lg/cn3以上)

鉄筋コンクリー ト

(密度2,lg/cm3以上)

冷却方法

変更なし

自然冷却

主 要 寸 法

(最小厚 さ)(m)

)

)

)

種類

(逮 7〉

上部

(注 8)

下部

ド
I

ム

都

円
筒
書番

名称

(連6)

外
部
遮
厳

変 更 前

材   料

(滋 5)

鉄筋コンクリー ト

(密度2,3g/cm3以上)

冷却方法

自然冷去,

主 要 寸 法

(最小厚 さ)(m)

■
(遊2)

(注3,4)
)

種類

円
筒
音田

名 称

く注1)

外
吉E

遮
蔽

吉獨

」 と記裁



工事計画本文 (2/3)

Ю
ω

原子炉格納施設

二次格納施設

鋼製格納容器

外周 コンク リー ト壁

(注1)公称値

(注2)外部速蔽円筒都

(注3)外部遮態 円筒部周
超える部分

下の部分

(注4)既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行 う。記載内容は、設計図書による。

(注5)記載の適正化を行 う。既工事計画書には■■■ と記載

(注6)既工事計画書に記載がないため記載め適正化を行 う。記裁内容は、平成7年 12月 15日 付け関シ発第163号にて届出されたI事計画

の添付図面第1図 「外部 しゃへい構造図」による。

が
華

Ｐ
Ｉ

Ｎ

変 更 後

変更なし

円筒上部 ドーム型

変更なし

変 更 前

外部 しゃへい建屋 (2次格納施設 )

たて置円筒型

鉄筋コンクサ
=ト

名    称

m

m

n

m

m

種 類

内 径

ド ー ム 部 厚 さ

胴    廷    厚

胴 壁 高 さ

基  礎   版 は→

全 高 儀
"

材 料

主
要
寸
法

(注7)記載の適正化を行 う。既工事計画書に 記載



工事計画本文 (3/3)

(注8)記載づ適正化を行う。既工章計画書に1-と 註載     I

(注9)記載の適正化を行 う。既工事計画書には「地上高さ (企高)」 と記載

(注10)記載の適正化を行う。既工事計画書には と記載

Ю
ω

浴
華

岸
ｌ

ω



資料 1-4

工事計画添付図面の補足抜粋

(以 下は申請者の情報 を基に作成 した ものである。)

許容範囲の根拠

放射線管理施設

(注 1)

(注 2)

(注 3)

(注 4)

外部遮蔽円筒部の

―

ど超― る部分

生体遮蔽能力として、十側の許容差は規定 しない

出典 :日 本建築学会 「建築工事標準仕様書・同解説 原子力発電所施設における鉄筋コ

ンクリー トエ事 JASS 5N」

外部速蔽円筒部の■■■■レえ下の部分

原子炉格納施設

(注 1)既存設備であ り規定 しない

(注 2)原子炉格納施設 として、 +側 の許容差 は規定 しない

(注 3)出 典 :日 本建築学会 「建築工事標準仕様書 。同解説原子力発電所施設 にお

ける鉄筋 コンクリ ー トエ事 JASS 5N」

(注 4)メ ーカ‐基準値

27

名  称 許容差 備 考

外
書|∫

遮
蔽

円
筒
吉ll

上部 (注 け 公称値 十規定 しない はめ、-5mm(r,o

下部 ('14)
公称値 +規定 しない (注 2)、 _5mmはい

ドーム部 公称値 +規定 しない (注め、_5mm(注9

名  称 許 容差 備 考

外
吉|

し
や

い

建

屋

2
次
格
糸内
施
設

内 径
公称値 ±規定 しない (注 1)

(注 4)

ドエム部厚 さ
公称値 十規定 しない (止 め

、

-5mm(注 3)

胴 壁厚
公称値 十規定 しない (注 2)、

-5mm(注 3)

胴壁 高 さ
公称値 ±規定 しない (Ⅲ l)

(注 4)

基礎版 公称値 ±規定 しない (注 1)

全 高
公称値 ±規定 しない (注 1)

(注 4)



検査範囲図 (1/2)
(以 下、「検査範囲図」は申請者の情報 を基 に作成 したものである。)

Ю
∞

第6-3-24図工事許面盤 可中
'PI

高 浜 発 電 所 第 1号 機

放射線管
'1洩

〔波の構造図

(■体運 lにk装雄 )

外部速憩

翼】西 ,ヒ カ 株 式 会 社

主 要 言 表

材  ギ†冷却方法

自然冷却

自然冷却

種  穎

上部

下椰

ド
ー
ム
酪

円
筒
部

(|」 衛津[上吾I)

i外 部速蔽

$可 簡部 下部)

(F]簡 都 下部 )

(単 位 :m)

が
華

Ｎ
卜

岸



検査範囲図 (2/2)

Ю
Ｏ

第T ttS図工事計画認可申請

嗣 浜 発 電 所 第 ユ 号 機

原子炉格納施設の構造図

(二次格髯れ泳ょ殺 )

外部 しゃへい建膵

(2次格納施設 )

閉 酉 竜 カ ト末 式 会 社

ソングガーダ

円筒部 (内 径 )

円筒蔀 (卜 都 )

円筒部 (下言

`)

主  要   目  表

可価上部 ドーム型

鉄筋 コンクリー ト

種 類

材 料

アニュ

(上部)9同壁厚 )

$同壁好n)

拍
雖
）

基礎卜は

(単位 :m)

聯
華

Ｎ
Ｉ

Ｎ



資料 3

検査用計器一覧表

(申 請者の情報を基に作成 したものである。)

検査項 目 検査用計器 沢1定範囲 浪I定精度 備 考

材料検査

コ ンベ ッ ク ス

コンベ ックス

ノギス

ノギス

エアメー タ

温度計

塩化物量測定器

塩化物量測定器

音叉式はか り

圧縮試験機

圧縮試験機

寸法検査

コ ンベ ッ ク ス

コ ンベ ック ス

トー タル ステー

シ ョ ン

オー トレベル

30



関西電力株式会社

高浜発電所第 1号機

構造、強度又は漏えいに係る
~使

用前検査実施要領書

施 設 名  :原子炉格納施設

系 統 名 原子炉格納容器

原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部

伸縮式配管貫通部

要領書番号  :原規規収第 1610071号 219

令和元年 9月

原子力規制萎員会



改訂履歴

関西電力株式会社高浜発電所第 1号機

構造、強度又は漏えいい係る使用前検査

施 設 名

要領書番号

原子炉格納施設

原規規収第 1610071号 歩 19

回 年 月 日 改訂箇所、改訂内容及び改訂理由

令和元年 9月 17日 制 定
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I検査 目的及び項 目

資料 1

資料 2

資料 3

資料 4

工事計画本文

検査範囲図

耐圧検査、漏 えい検査要領

検査用計器一覧表

(最終頁 42う



I検査 目的及び項 目

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32年法

律第 166号 )第 43条の 3の 11第 1項に基づき実施する実用発電用原子炉の設置、

運転等に関する規則 (昭和 53年通商産業省令第 77号)第 16条 の表第 1号の工事

の工程に係 る使用前検査について、原子炉格納施設が、認可 した工事計画 (※ 1)に

従い製作され、据付けされ、原子力規制委員会規則で定める技術基準 (※ 2)に適合

するものであることを確認するもので、以下の検査を実施する。

1材料検査   、

2寸法検査       I

3外観検査

4組 立て及び据付け状態を確認する検査

5耐圧検査、漏 えい検査

※ 1:認可 した工事計画 とは、原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器

配管貫通部及び電気配線貫通部 伸縮式配管貫通部の一部について、型式を

変更する工事に係 るものである。

※ 2:原子力規制委員会規則で定める技術基準 とは、実用発電用原子炉及びその

附属施設の技術基準に関する規則 (平成 25年原子力規制委員会規則第 6

号。以下 「技術基準」 とい う。)である。本検査に関する条項は第 17条、

第 21条第 1項、第 44条、第 55条及び第 58条第 1項であ り、上記検

査項 目に係 る事項について確認する。

Ⅱ 検査場所

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

1



Ⅲ 検査範囲

1検査対象施設及び範囲

検査対象施設及び範囲は、工事計画に記載 された下記の施設 とする。

(詳細は、資料 1「 工事計画本文」及び資料 2「検査範囲図」参照 )

高浜発電所第 1号機

発電用原子炉施設

2工 事計画認可・届出関係

認可番号

(認可年月 日)

工事計画の認可番号 :原規規発第 1606104号

(平成 28年 6月 10日 )

工事計画変更の認可番号 原規規発第 1707191号

(平成 29年 7月 19日 )

原規規発第 1801251号

(平成 30年 1月 25日 )

原規規発第 1806277号

(平成 30年 6月 27日 )

原規規発第 1808063号

(平成 30年 8月 6日 )

原規規発第 1811291号

(平成 39年 11月 29日 )

原規規発第 1901281号

(平成 31年 1月 28日 )

原規規発第 1903271号

(平成 81年 3月 27日 )

原規規発第 19042612号

(平成 31年 4月 26日 )

原規規発第 1906217号

(令和元年 6月 21日 )

原規規発第 1908191号

(令和元年 8月 19日 )

上記以降の変更については、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認す る。

2

名 称 個数

原子炉格納施設

原子炉格納容器

原子炉格納容器配管貫通都及び電気配線貫通部

伸縮式配管貫通部

3



Ⅳ 検査方法

1共通事項

(1)使用前検査申請書の確認

① 検査前確認事項

｀ a本 検査に係 る使用前検査申請書 (変更申請を含む。)が準備 されているこ

とを確認す る。

b検査をする工事の工程、期 日及び場所が申請書 どお りであることを確認す

る。

c工事計画の認可番号の記載が適切であることを確認する。

2材料検査   ｀

(1)検査前確認事項         ｀

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備 されていることを確認する。

(2)検査手順

申請者の品質記録により、工事計画に記載 されている材料が使用され、かつ、技

術基準に適合 していることを確認する。

3寸法検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備 されていることを確認する。

③ 検査用計器が校正されてお り有効期限内であること及び必要な測定範囲、測

定精度を有 していることを確認する。

(2)検査手順

申請者の品質記録により、工事計画に記載 されている主要寸法を確認する。

4外 観検査

(1)検査前確認事項         ・   :

① 申請者の品質記録が準備 されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備 されていることを確認する。

(2)検査手順

目視又は申請者の品質記録により、各部の外観を確認する。

(詳細は資料 2「検査範囲図」.参 照)
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5組立て及び据付け状態を確認する検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備 されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備 されていることを確認する。

(2)検査手順

目視又は申請者の品質記録により、機器等の組立て及び据付け状態を確認する。

(詳細は資料 2「検査範囲図」参照)

6耐圧検査、漏えい検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備 されていることを確認する。 .

② 必要な図面等が準備 されていることを確認する。

③ 検査用計器が校正されてお り有効期限内であること及び必要な測定範囲、狽1

定精度を有 していることを確認する。

④ 系統構成が完了していることを確認する。

(2)検査手順

目視又は申請者の品質記録により、技術基準の規定に基づく検査圧力で 10分保

持 した後、検査圧力に耐え、かつ、異常がないことを確認する。耐圧検査終了後、

技術基準の規定に基づく検査圧力により、著しい漏えいがないことを確認する。

V判 定基準

1材料検査

工事計画の とお りであ り、技術基準に適合すること。

2寸 法検査

各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

3外観検査

有害な欠陥 (表面に機能・性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、

浸食)が ないこと。

4組 立て及び据付 け状態を確認す る検査

工事計画の とお りであ り、技術基準に適合すること。

5耐 圧検査、漏 えい検査

・検査圧力に耐え、かつ、異常がないこと。

・ 著 しい漏 えいがないこと。

4



立会区分表

※ 1:記号説明

A/B:抜 取立会検査

B  :記 録確認検査

※ 2:抜取立会検査における立会は(検査項 目ごとに 1回以上を原則 とする。

備考

検査項目※1

耐圧検査、

漏えい検査

A/B※ 2

組立て及び据

付け状態を確

認する検査

A/B※ 2

外観検査

A/B※ 2

寸法検査

B

材料検査

B

技術基準

の区分

格納容器

SAク ラス 2

耐震

クラス

S

系統名

京子炉格納容器

原子炉格納容器配管貫通部及び

電気配線貢通部   ´

伸縮式配管貫通部

施設名

原子炉格納施設

ヨ
粛

Ｐ



月lJ和(2

関西電力株式会社

高浜発電所第 1、 号機

構造、強度又は漏えいに係る

使用:前検査成績書 |

施 設 名  :原子炉格納施設

系 統 名 原子炉格納容器

原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部

伸縮式配管貫通部     :

要領書番号  :原規規収第 1610071号 219

年  月

原子力規制委員会
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使用前検査成績書

1発電所名 関西電力株式会社高浜発電所第 1号機

2検査の種類   構造、強度又は漏 えいに係 る使用前検査

3検査申請 使用前検査申請番号

4検 査期 日

5検査場所 関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

6検査範囲

月

　

月

年

年

自
　
至

日

　

日

高浜発電所第 1号機

発電用原子炉施設

原子炉格納施設

原子炉格納容器

原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部

伸縮式配管貫通部 3個  ｀

7



7検査実施者    検査実施者二覧表のとおり

8検 査結果 検査結果下覧表のとお り

9添付資料 使用前検査記録

1検査前確認事項

2材料検査記録

3寸法検査記録

4外観検査記録

5組立て及び据付け状態を確認する検査記録

6_耐圧検査、漏えい検査記録

7検査用計器一覧表

8



検査実施者―覧表

〇

特記事項検査立会責任者 印

主任技術者

主任技術者

主任技術者

原子力施設検査官 印検査年月日

年

月   日

年

月   日

年

月   日



検査結果二覧表

系統名 :原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貢通部及び電気配線貫通部 伸縮式配管貫通都

ド
〇

備 考ヽ
査

査

検

検

い

圧

え

耐

漏

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

外観検査

年

月 日

年

月 日

年

月 日

寸法検査

年

月 日

年

月 日

年

月 日

材料検査

年

月 日

年

月 日

年

月 日

検査項 目

検査日

結果

検査 日

結果

検査 日

結果



添付資料 1-1

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項
共通事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 検査年月 日 結 果 備 考

本検査に係る使用前

検査申請書 (変更申請

を含む。)が 準備 され

ていること。

記録確認

年

月   日

使用前検査成績書の「3検 査

申請」に申請番号 (変 更申請

番号を含む。)を記載す る。年

月   日

年

月   日

検査をする工事の工

程、期 日及び場所が申

請書 どお りであるこ

とを確認す る。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

,工事計画の認可番号

の記載が適切である

こと。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日
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添付資料 1-2

材料検査

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月 日 結果 備 考

申請者の品質記録が

準備 されているこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

月   日

必要な図面等が準備

されていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

12



添付資料 1-3

寸法検査 |

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月 日 結 果 備 考

申請者の品質記録が

準備 されているこ `

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月 日

必要な図面等が準備

されていること。
図面:等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

検査用計器が校正さ

れてお り有効期限内

であること及び必要

な測定範囲、測定精

度を有 しているこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日
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添付資料 1-4

外観検査

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月 日 結果 備 考

申請者の品質記録が

準備 されているこ

とも

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備

されていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日
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添付資料 1言 5

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

′検査前確認事項

組立て及び据付け状態 を確認する検査記録

確認事項 確認方法 検査年月 日 結果 備 考

申請者の品質記録が

準備 されているこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備

されていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日
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添付資料 1-6

耐圧検査、漏えい検査

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月 日 結果 備 考

申請者の品質記録が準

備 されていること。
記録確認

平成  年

月   日

平成  年

月   日

平成  年

月   日

必要な図面等が準備 さ

れていること。
図面等確認

平成  年

月   日

平成  年

月   日

平成  年

月   日

検査用計器が校正 され

てお り有効期限内であ

ること及び必要な測定

範囲、測定精度 を有 し

ていること。

記録確認

平成  年

月   日

平成  年

月   日

平成  年

月   日

系統構成が完了 してい

ること。

立会/

記録確認

平成  年

月   日

立会/

記録確認

平成  年

月   日

立会/

記録確認

平成  年

月   日
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添付資料 2-1

高浜発電所第 1号機

材料検査記録

検査場所 :関 西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部

伸縮式配管貫通部 3個

判定基準 :工事計画のとお りであ り、技術基準に適合すること。

検査対象

(貫 通部番号 )

構 成 材 料 検査年月 日
検査

結果
検査方法

250

351

伸縮継手

月

年

日
記録確認端板 (ス リーブ取付 )

短 管

備 考       
′

・記録確認は、し申請者の品質記録 (※う による。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :
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添付資料 2-2

高浜発電所第 1号機

材料検査記録

検査場所 :関 西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部

伸縮式配管貫通部  3個

判定基準 :工事計画の とお りであ り、技術基準に適合すること。

検査対象

(貫 通部番号 )

構 成 材 料 検査年月 日
検査

結果
検査方法

352

伸縮継手

月

年

日
記録確認

端板 (ス リーブ取付 )

端板 (配管取付 )

短 管

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ )に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :
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μ
Ｏ

高浜発電所第 1号機

寸法検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部 伸縮式配管貫通部 3個

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

検査方法

記録確認

備考

※ 1:公称値 ※ 2:許容値は工事計画による。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 3)による。

※ 3:適合性確認検査成績書の識別番号 :

検査

結果
検査年月 日

年

月 日

'享

さ (mm)

測定値許容値
※2主要

寸法

長 さ (■lm)

測定値許容値
※2主要

※1

寸法

外径 (■lm)

浪J定値許容値
※2主要

※1

寸法

構成

スリーブ

伸縮継手

端板

(ス リーガ取付 )

短管

検査対象

(貫通部

番号)

250

辣
草
歴
華

ω
ｌ
岸



Ｎ
Ｏ

高浜発電所第 1号機

寸法検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部 伸縮式配管貫通部 3個
判定基準 :各部の主要寸法の沢1定値が許容寸法を満足すること。

検査方法

記録確認

備考

※ 1:公称値 ※ 2:許容値は工事計画による。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 3)に よる。

※ 3:適合性確認検査成績書の識別番号 :

検査

結果
検査年月 日

年

月 日

)享 さ(mm)

測定値許容値
※2主要

寸法

長 さ (Hlm)

測定値許容値
主要

寸法

外径 (alm)

測定値
主要

※1

寸法 1許
容値

※2構成

スリーブ

伸縮継手

端板

(ス リーフ
ド
取付 )

短管

検査対象

(貫通部

番号)

351

郭
草
が
華

ω
ｌ
Ю



Ｎ
Ｐ

高浜発電所第 1号機

寸法検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部 伸縮式配管貫通部 3個

判定基準 :各部の主要寸法の沢1定値が許容寸法を満足すること。

検査方法

記録確認

備考

※ 1:公称値 ※ 2:許容値は工事計画による。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 3)に よる。

※ 8:適合性確認検査成績書の識別番号 :

検査

結果
検査年月 日

年

月 日

厚 さ (■lm)

浪J定値許容値
※2主要

寸法

長 さ (■lm)

測定値許容値
主要

寸法

外径 (Hlm)

測定値許容値
※2主要

※1

寸法

_構成

伸縮継手

端板

(ス )―フ
゛
取付)

端板

(配管取付)

短管

検査対象

(貫通部

番号 )

352

郭
奪
添
華

ω
ｌ
ω



添付資料 4

高浜発電所第 1号機

外観検査記録

検査場所 :関 西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部

伸縮式配管貫通部 3個

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能 。性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐

食、浸食)力式ないこと。

検査対象

(貫通部番号 )

構 成 検査年月 日
検

結

査

果
検査方法

250

ス リー ブ

年

日月

目視/

記録確認

伸縮継手
目視/

記録確認

端板 (ス リー ブ取付 )

目視 /

記録確認

短 管
目視/

記録確認

351

^リ
ー ブ

年

日月

目視/

記録確認

伸縮継手
目視/

記録確認

端板 (ス リーブ取付 )
目視 /

記録確認

短 管
目視/

記録確認

352

ス リー ブ

月

年

日

目視/

記録確認

伸縮継手
目視 /

記録確認

端板 (ス リーブ取付 )

目視 /

記録確認

端板 (配 管取付 )

目視/

記録確認

短 管
目視/

記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ )に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

22



添付資料 5

高浜発電所第 1号機

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部

伸縮式配管貫通部 3個     I

判定基準 :工事計画のとお りであり、技術基準に適合すること。

検査対象

(貫通部番号 )

検査年月 日
検査

結果
検査方法

250

年

月 日

目視/

記録確認

351
目視/

記録確認

352
目視/

記録確認

備 考

。記録確認は、申請者の品質記録 (※ )に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

23



Ｎ
ふ

高浜発電所第 1号機

耐圧検査、漏えい検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部 伸縮式配管貫通部 3個

判定基準 :。 検査圧力に耐え、かっ、異常がないこと。
・著しい漏えいがないこと。

検査方法

目視/

記録確認

目視/

記録確認

目視/

記録確認

目視/

記録確認
備 考

※ 1:車大事故等時における使用時の値
‐

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 2)による。

※ 2:適合性確認検査成績書の識別番号 :

検査結果検査年月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

水圧、気圧

区分

気圧

漏えい検査時

圧力 (MPa)

保持時間

(min)

耐圧検査時

圧力 (MPa)

耐圧検査規定

圧力 (MPa)

0.305

最高使用圧力

(MPa)

0.261

0,305挙 1

構成

スリーブ

伸縮継手

端板

(ス リーブ取付 )

短管

検査対象

(貢通都番号)

250

鶉
草
ゆ
華

ｏ
ｌ
岸



Ю
働

高浜発電所第 1号機

耐圧検査、漏えい検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貢通部 伸縮式配管貢通部 3個

判定基準 。検査

「

土力に耐え、かつ、異常がないこと。
・著しい漏えいがないこと。

検査方法

目視/

記録確認

目視/

記録確認

目視/

記録確認

ロネ見/

記録確認

備 考

※ 1:重人事故等時における使用時の値
・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 2)による。

※ 2:適合性確認検査成績書の識別番号 :

検査結果検査年月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

水圧、気圧

区分

気圧

漏えい検査時

圧力 (MPa)

保持時間

(min)

耐圧検査時

圧力 (MPa)

耐圧検査規定

圧力 (MPa)

0.305

最高使用圧力

(MPa)

0.261

0.305※ 1

構成

スリーブ

仲縮継手

端板

(ス リーブ取付)

短管

検査対象

(貢通部番号)

351

鶉
草
澄
華

ｏ
ｌ
Ｎ



Ｎ
ω

高浜発電所第 1号機

耐圧検査、漏えい検査記録

検査場所 :関西電力株式会社 高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設,原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貢通部 伸縮式配管貫通部 3個

判定基準 :。 検査圧力に耐え、かつ、異常がないこと。
・著 しい漏えいがないこと。

検査方法

目視/

記録確認

目視/

記録確認

目視/

記録確認

目視/

記録確認

目視/

記録確認
備 考

※ 1:重大事故等時における使用時の値
。記録確認は、申請者の品質記録 (※ 2)による。

※ 2:適合性確認検査成績書の識別番号 :

検査結果検査年月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

水圧 気圧

区分

気圧

漏えい検査時

圧力 (ヽIPa)

保持時間

(min)

耐庄検査時

圧力 (MPa)

耐圧検査規定

圧力 (MPa)

0.305

最高使用圧力

(MPa)

0.261

0。 305※
1

構成

スリーブ

伸縮継手

端板

(ス リ‐ブ取付)

端板

(配管取付)

短管

検査対象

(貫通部番号)

352

郭
奪
が
華
ｏ
ｌ
∞



尉 寸姿辞斗7

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表

検査年月 日 年  月  日

鱒 目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限
備考

27



工事計画本文

原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納Z靖詔己管貢通部及び電菊 朧 通部 伸縮式配管貫通部

酌
∞

変  更 後

材  料

変更な し

同左

主要寸法 (mm)

厚   さ長   さ外   径

同左

構  成

スリープ

伸縮継手

端  板

(ス リーフ

取付 )

端  板

(巳管

取付 )

短   管

貫通配管

最高使用

温  度

(℃ )

変更なし

138

変更な し

351

変更なし

351

変更なし

138

変更なし

351

変 更な し

351

最高使用

圧  カ

(MPa)

変更な し

0 305
変更なし

変更なし

変更な し

0 305
変更なし

変 更な し

80

種類
貫通部

番 号

226

250
351

変 更 前

材  料

主要寸法 (D射 )

厚   さ長   さ外   径
構  成

スリーブ

仲絹継手

端  板
(ス リーブ
取付)

端  板
(配管
取付)

短  管

貫通配管

スリーブ

伸結継手

端  板

(ス リーブ

取付 )

端   板

(霊管

取付 )

短  管

貢通配管

最高使用

温  度

(℃ )

122

230

230

122

230

230

最高使用

圧  カ

(MPa)

0 261

7 48

0 261

7 48

種類 個数

1

2

168

貫通部

16B

貝通部

貫通都

番  号

226

250
351

歴
華
Ｐ
Ｉ
岸

検査範囲



Ю
⑮

変 更 後

材   料

変更な し

同 左

主要 寸 法 (nul)

厚   さ長   さ外   径
格   成

スリーブ

仲結継 手

端  板

(ス リーフ

取付 )

端  板
(配管

取付 )

短   管

棗通配管

最高使用

温  度

(℃ )

変更な し

138

変更な し

351

変更な し

変更な し

138

変更な し

351

変更な し

351

最高使用

圧   カ

(MPa)

変更な し

0 305

変更な し

変更な し

0 305

変更な し

80

種 類 個 数

変更な し

352 変更な し

貫通部

番 号

225

251

変 更 前

材   料

主 要寸 法 (l」l)

厚   さ長   さ外   径

構   成

スリーブ

仲縮継手

端  板
(ス リープ

取付 )

端  板
(配管

取付 )

短   管

貫通配管

スリーブ

仲結継手

端  板
(ス リーブ

取付 )

端  板

(配管

取付 )

短   管

貫通配管

最高使用

温  度

(℃ )

122

291

291

122

0 26

291

291

最高使用

圧   力

(MPa)

0 261

7 48

7 48

個 数

2

|

|

308
貫通部

1

種 類

30B

貫通部

貫通部

番 号

225

25X

352

ゆ
華

牌
Ｉ

Ｎ

検査範囲



(注1)既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。
はり 既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。
(注3)既江事司謳導素に写議執がないた
(脇)記載の適正化を行う志既工事計画書には 識
(注5)公称値
(出)既工事計画書に記載がなし
(注7)記載の適正化を行う。既工事計画書には
(出)重大事故等時における使用時の値
(注9)記載の適正化を行う。既工事計画書には「ベローズ」と記載
(注10)既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、

「安全注入再循環配管、内部スプレイ

記載内容は、既工事計画書に記載の原子炉格納容器の最高使用圧力の値
既工事計画書イこ記載の原子厚格納容器の最高使用温度の値

識

昭和47年3月 26日 付け47公第6032号にで認可された工事計画書の添付資利2‐ 1

による。
と高諜説
と識

(注■)記載の適正化を行う。既工事計画書には
(注12)記載の適正化を行う。既工事計画書には

ω
〇

(注13)既工事計画書に記載がないた 昭和4群硝月6日 付け関工発第18号にて軽微変更届出した工事計画書の添付図面第2図
「貫通部スリーブおよび補強板寸法図」による。

(注14)貢通配管については、原子炉冷却系統施設のうち主蒸気・主給水設備と兼用
(注15)既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、昭和4猶関月26日 付け47公第6032号にて認可された工事計画書の中 ‐2

経3幅 哲 暫 塚 爾 巨 ご と各筑 識 内基患、議 47年 8月 %帥 μ 鋳 廻 〕こで認可された工事計唯 の朧 %
「主給水管格納容器貢通部強度計算書」によるも

(注 181貫通配管については、原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備と兼用

婿
華

μ
ｌ

ω



変酪 可申請(関原発第396〕

∞
Ｐ

変 更 後

材   料

変更なし(産ゆ

変更なし

変更なし

変更なし

主要寸法 (1」 H)

厚   さ

変更なし(厳ゆ

長   さ外  径
構  成

変更なし

最高使用

温  度

(℃ )

最高使用

圧  カ

(MPa)

個 数種類
貫通部

番 号

変 更 前

主要寸法 (ll n〉

材 料
外 径 長 さ 厚   さ

構  成

スリーブ

伸捕継手

端  板

(ス リー プ

取付 )

端  板
(配管
取付)

短  管

貫通配管

最高使用

温  度

(℃ )

122

138
(装か

291

351
(注窮

彦91

351

最高使用

圧  カ

(MPa)

0 261

(IE2)

0 305

7.48

8.0

個数

1

種類

30と

貫通都

貫通部

番 号

(工→
352

ゆ
華
Ｐ
Ｉ
ト



変 更 後

材  料

変更なし 変 更 な し 変 更 な し(と。

変更なし

変更なし 変更なし(どつ 変更なし(ユ・。

変更なし(注つ 変更なし(諄 n) 変更なし(卜 P

変更なし

変更なしl甘 ゆ

変更なしl｀■つ

変更なし(注セ)

主要寸法 (1:Inl)

厚   さ長   さ外   径
構  成

最高使用

温  度

(℃ )

最高使用

圧  力

(MPa)

個数種 類
貫通部

番 号

変 更 前

材  料

主要寸法 (mm)

厚   さ外 径 長 さ
構  成

ス リープ

伸縮継手

端

(ス )
板

―プ
取付 )

端  板
(配管
取付)

短   管

貫通配管

最高使用

1温  度

(℃ )

122

138

230

351

230

(ドi窮

351

最高使用

圧  力

(MPa)

0 261

0 305

7 48

80

個数

2

種 類

16B

質通部

通部

番  号

250
351

∞
Ю

検査範囲

ゆ
華
Ｐ
Ｉ
Ы

は
は
催
は
に
は
催
に
は
催
催
は

1)貫通配管については、原子炉冷却系統施設のうち主蒸気 。主給水設備と兼用
2)重大事故等時における使用時の値
3)公称値  I
4) 1606104号にて認可された既工事計画書には「同左」と記載
5) 取替えを行う
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)



添付資料 1-6

工事計画添付図面の補足抜粋

(以 下は申請者の情報を基に作成 したものである)

許容値の根拠

郎」典 :日 本工業規格 t,IS G 3118 「中:・ 結温犀力容器用炭葬鋼鋼Iぬ

名   弥

メタⅢ任

俸縮経手
厚 さ

端板

(ス リープ取侍)

厚 さ

外 径

営通部番号250
単1‐管

厚 さ

賞通謀番号 351

外径

スジープ

群容羞 根   拠

メーカ基準

メI・ 力基準

JIS G 3薔 8

メーカ基準

JIS O 患113

メーカ基準

メーカ基準

メーカ基準

根  拠

メー メど基準

メーカ基準

JIS 0 3113

」IS G 3k18

メーカ基準

」IS G 3た lS

軍 さ

厚 さ

厚 さ

掛径

伸締継季
テ享墓

貫迎部番号 352

外 径

鏡管

峯   秘

端坂

(ス ジーダ取 ll'

錦板

(配管取付〕

33



検査範囲図 (1/5)

ф
ト

第 326国工事計 画認 可申請

高 浜 発 電 所 第 1号 性

原子炉冷却 系流施設 の系統図

(主 ネ 気・ 三給 水設備 )(21.4)

(重 大事 故等対拉設 備 )

関 由 g力 株 式 会 社

妨
革

Ю
Ｉ

Ｐ



検査範囲図 (2/5)

∞
明

窮 3?S国工 事計画課 可申詩

高 li発 通 所 竿 1弓 機

原 子炉冷却 系統加設 ●系 統図

(主 本気・主給 水訣 購,(4-4)

(重 大事故等対 想設 備 )

関 西 電 力 株 式 会 社

蛉
革

Ю
Ｉ

Ю



検査範囲図 (3/5)

ω

第732図工事計画認 可申請

高 浜 発 電 所 第 1号 機

原子炉格l義施設の構造図

(原子炉格納容器)

原子炉格納容器配管貫通部

及び電気配線貫通部(2た )

関 西 竜 力 株 式 会 社
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検査範囲図 (4/5)
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第狩3-1図

検査範囲図

工事計画認可申議

高 浜 発 電 所 第 1号 機

原子炉格納施設の構造回

(原子炉格納容器 )
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資料 2-5
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資料 3-1

1.昇降圧曲線

耐圧検査、漏えい検査要領

※1:重大事故等時における使用時の値

(申 請者の情報 を基に作成 したものである。)

時 間 (min)

0.305

圧

力

(MPa)

2.検査条件

39

漏えい検査耐圧検査

保持 10分

最高使用圧力

(MPa)

検査圧力

(MPa)

保持時間

(min)

水圧/気圧

区分

0.261
0. 305※ 1

0,305 10 気 圧



資料 3-2

3.検査要領図

貫通部番号250,351,352

対象部位 :伸縮継手、短管

伸糖継手

短管

※概疑目を示す .検査時には複数 (フ 科伸犠縦手を連繕 して実施寸 る′

貫通部番号250,351

対象部位 :ス リーブ、端板 (ス リーブ取付 )

格納容器側 アニユラス倒

スリープ
'譜

板 (ス リープ取付 )

貫通部番号250,351

姑象都位 :短管 (既設 )

格納答器側 アニユラス側

端根 (配管取付 )

短管(既般〉

////////″  :加圧範阻l

////////" :加圧範囲

////////力  :加圧範囲

NPガス

N,ガス
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資料 3-3

貫通部番号352

対象部位 :端板 (配管取付 )、 ス リーブ

ァ4,ス 倒   憾構容器儒

嬬極(E曽取付)

貫通部番号352

対象部位 :端板 (ス リーブ取付 )

アニュラス側

スサーブ

格納参e母lRl

す巌々反(ス リーブ取付)

////////И  !加産範団

イ///////力  :加圧範胆l

Nがス
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資料 4

検査用計器一覧表

(申 請者の情報を基に作成 したものである。)

検査項 目 検査用計器 測定範囲 浪1定精度 備 考

耐圧検査、

漏えい検査
圧力計
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関西電力株式会社

高浜発電所第 1号機

構造、強度又は漏えいに係る

使用前検査実施要領書

施 設 名  :原子炉格納施設

系 統 名  :原子炉格納容器

原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部

電気配線貫通部

要領書番号  :原規規収第 1610071号 220

平成 31年 4月

原子力規制委員会



改訂履歴

関西電力株式会社高浜発電所第 1号機

構造、強度又は漏えいに係 る使用前検査

施 設 名 :原子炉格納施設

要領書番号 :原規規収第 1610071号 2二20

回 年 月 日 改訂箇所、改訂内容及び改訂理由

平 成 29年 8月 30日 制 定

1 平 成 29年 12月 1日 ・記載の適正化

2 平成 30年 5月 2日

。工事計画変更の認可番号の追記

2頁 原規規発第 1707191号

(平成 29年 7月 19日 )

原規規発第 1891251号

(平成 30年 1月 25日 )

・検査場所の記載の適正化  1、 7、 16、 30頁

神戸造船所→パアー ドメイン原子力事業部

。使用前検査申請番号の追加

7頁  関原発第 434.号 (平成 30年 3月 20日 )

関原発第 46号 (平成 30年 4月 20日 )

3 平成 30年 12月 12日

・ 2頁  工事計画変更の認可番号の追記

・ 2、 11頁 共通事項 として使用前検査申請書の

確認を検査前確認事項に追加

4 平 成 31年 2月 19日 ・ 2買  工事計画変更の認可番号の追記



5 平 成 31年 4月 15日

P2頁 工事計画変更の認可番号の追記

・ 3、 11頁 共通事項 として工事計画の認可番号

の確認を検査前確認事項に追加



I検査目的及び項 目

目 次

頁

１

１

２

２

４

４

５

　

６

36

38

41

42

Ⅱ 検査場所

Ш 検査範囲

Ⅳ 検査方法  ・

V判 定基準  ・

Ⅵ その他の事項

別紙 1

月町和氏2

立会区分表

使用前検査成績書

資料 1

資料 2

資料 3

資料4

工事計画本文  ・・

検査範囲図  。・1・

検査用計器一覧表

耐戸上検査、漏 えい検査要領

(最終買 42)



I検査 目的及び項 目

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32年法

律第 166号 )第 43条 の 3の 11第 1項 に基づき実施する実用発電用原子炉の設置、

運転等に関する規則 (昭和 53年通商産業省令第 77号)第 16条の表第 1号の工事

の工程に係 る使用前検査について、原子炉格納施設が、認可 した工事計画 (※ 1)に

従い製作 され、据付けされ、原子力規制委員会規則で定める技術基準 (※ 2)に適合

す るものであることを確認す るもので、以下の検査を実施する。

1材料検査

2寸 法検査

3外観検査

4組 立て及び据付け状態を確認す る検査

5耐圧検査、漏えい検査

※ 1:認可 した工事計画 とは、原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容

器配管貫通部及び電気配線貫通部 電気配線貫通部の一部について、型

式を変更す る工事に係 るものである。

※ 2:原子力規制委員会規則で定める技術基準 とは、実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関す る規則 (平成 25年原子力規制委員会規則

第 6号。以下 「技術基準」 とい う。)である。本検査に関する条項は第

5条第 1項、第 5条第 2項、第 17条、第 21条第 1項 、第 44条、第

50条第 1項、第 55条、第 58条第 1項、第 62条、第 63条、第 6

4条第 1項、第 64条第 2項、第 65条及び第 66条であ り、上記検査

項 目に係 る事項について確認するЬ

Ⅱ 検査場所

関西電力株式会社高浜発電所′

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

株式会社ベンカン機工大阪工場

兵庫県尼崎市西長洲町

三菱重工業株式会社 パ ワー ドメイン原子力事業部

兵庫県神戸市兵庫区和 田崎町

1



Ⅲ 検査範囲

1検査対象施設及び範囲

検査対象施設及び範囲は、工事計画に記載 された下記の施設 とするδ

(詳細は、資料 1「 工事計画本文」及び資料 2「検査範囲図」参照 )

高浜発電所第 1号機

発電用原子炉施設

2工 事計画認可 。届出関係

認可番号

(認可年月 日)

工事計画の認可番号 :原規規発第 1606104号

(平成 28年 6月 10日 )

工事計画変更の認可番号 :原規規発第 1707191号

(平成 29年 7月 19日 )

原規規発第 1801251号

(平成 30年 1月 25日 )

原規規発第 1806277号

(平成 30年 6月 27日 )

原規規発第 1898Q63号

(平成 30年 8月 6日 )

原規規発第 1811291号

(平成 30年 11月 29日 )

原規規発第 1901281号

′  (平 成 31年 1月 28日 )

原規規発第 1903271号

(平成 31年 3月 27日 )

上記以降の変更については、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認するё

Ⅳ 検査方法  イ  ′

1共 通事項

(1)使用前検査 申請書の確認

2

名称 個数

原子炉格納施設

原子炉格納容器

原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部

電気配線貫通都

6



① 検査前確認事項

a本検査に係る使用前検査申請書 (変更申請を含む。)が準備されていることを確

認する。

b検査をする工事の工程、期 日及び場所が申請書どおりであることを確認する。

c工事計画の認可番号の記載が適切であることを確認する。

2材料検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備 されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備 されていることを確認する。

(2)検査手順

申請者の品質記録により、工事計画に記載されている材料が使用され、かつ、技

術基準に適合 していることを確認する。

3寸法検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備 されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備 されていることを確認する。

③ 検査用計器が校正されてお り有効期限内であること及び必要な測定範囲、測

定精度を有 していることを確認する。

(2)検査手順    i
申請者の品質記録により、工事計画に記載されている主要寸法を確認する。

4外観検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備 されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備 されていることを確認する。

(2)検査手順

目視又は申請者の品質記録により、各部の外観を確認する。

(詳細は資料 2「検査範囲図」参照)

5.組立て及び据付け状態を確認する検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備 されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備 されていることを確認する。

3



(2)検査手順

目視又は申請者の品質記録により、機器等の組立て及び据付け状態※を確認する。

(詳細は資料 2「検査範囲図」参照 )

※ i据付後の外観確認 も含めて実施。

6耐圧検査、漏えい検査

(1)検査前確認事項

① 申請者の品質記録が準備 されていることを確認する。

② 必要な図面等が準備 されていることを確認する。

③ 検査用計器が校正されてお り有効期限内であること及び必要な測定範囲、測

定精度を有 していることを確認する。

④ 系統構成が完了していることを確認する。

(2)検査手順

目視又は申請者の品質記録により、技術基準の規定に基づく検査圧力で 10分保

持 した後、検査圧力に耐え、かつ、異常がないことを確認する。耐圧検査終了後、

技術基準の規定に基づく検査圧力により、著 しい漏えいがないこと,を 確認する。

V判 定基準

1材料検査

工事計画のとお りであ り、技術基準に適合す ること。

2寸 法検査

各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

3外 観検査

有害な欠陥 (表面に機能・性能に影響を及ばすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、

浸食)がないこと。

4組 立て及び据付け状態を確認する検査

工事計画のとお りであり、技術基準に適合すること。

5耐圧検査、漏えい検査

・検査圧力に耐え、かつ、異常がないこと。                ・

・著しい漏えいがないこと。

Ⅵ その他の事項                 |
1外観検査については、工場において塗装前の状態で実施する。

4



い

立会区分表

※ 1:記号説明           ´

A/B:抜 取立会検査

B  :記 録確認検査

※ 2:抜取立会検査における立会は、検査項目ごとに 1回以上を原則 とする。

備考

検査項目※1

耐圧検査、

漏えい検査

A/B※ 2

組立て及び据

付け状態を確

認する検査

A/B※ 2

外観検査

A/B※ 2

寸法検査

B

材料検査

B

技術基準

の区分

格納容器

SAク ラス 2

耐震

クラス

S

系統名

原子炉格納容器

原子炉格納容器配管貫通部及び

電気配線貫通部

電気配線貫通部

施設名

原子炉格納施設

ヨ
謙

岸



別紙 2

1関西電力株式会社

高浜発電所第 1号機

構造、強度又は漏えいに係 る

使用前検査成績書

施 設 名  :原子炉格納施設

系 統 名  :原子炉格納容器

原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部
―
    電気配線貫通都

要領書番号  :原規規収第 1610071号 2-20

年  月

原子力規制委員会

6



使用前検査成績書

1発 電所名 関西電力株式会社高浜発電所第 1号機

2検 査の種類   構造、強度又は漏 えいに係 る使用前検査

3検 査申請 使用前検査申請番号

4検 査期 日

5検 査場所

月

　

月

年

年

自

至

日

　

日

6検 査範囲

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

株式会社ベ ンカン機工大阪工場

兵庫県尼崎市西長洲町

三菱重工業株式会社 パ ワー ドメイン原子力事業部

兵庫県神戸市暴庫区和田崎町

高浜発電所第 1号機

発電用原子炉施設

原子炉格納施設

原子炉格納容器

原子炉格納容器配管貫通都及び電気配線貫通部

電気配線貫通部 6個

7検 査結果 検査結果一覧表の とお り

7

8添 付資料 使用前検査記録



1検査前確認事項

2材 料検査記録

3寸 法検査記録

4外 観検査記録

5組 立て及び据付け状態を確認する検査記録

6耐 圧検査、漏えい検査記録

7検 査用計器一覧表

8



9検査実施者

⑮

特記事項検査立会責任者 印

主任技術者

主任技術者

主任技術者

原子力施設検査官 印検査年月日

年

月   日

年

月   日

年

月   日



検査結果一覧表

系統名 :原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部 電気配線貫通部

μ
Ｏ

備考検査立会責任者 印

年

月 日

主任技術者

年

月 日

主任技術者

年

月 日

主任技術者

原子力施設検査官 印

耐圧検査、

漏えい検査

年

月 日

年

月 日

年

月 日

組立て及び据付
け状態を確認す

る検査

年

月 日

年

月 日

年

月 日

外観検査

年

月 日

年

月 日

年

月 日

寸法検査

年

月 日

年

月 日

年

月 日

材料検査

年

月 日

年

月 日

年

月 日

検査項 目

検査 日

結果

臣口

検査 日

結果

Ｈ
ド

Ｅ
ト

検査 日

結果

阿
ド

Ｅ
卜



添付資料下 1~1

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

共通事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 検査年月 日 結果 備 考

本検査 に係 る使用前

検査 申請書 (変 更 申

請を含む。)が準備 さ

れていること。

記録確認

年

月   日

使用前検査成績書の 「3検

査申請」に申請番号 (変更申

請番号を含む。)を記載する6年

月   日

年

月   日

検査 をす る工事の工

程、期 日及び場所が

申請書 どお りである

ことを確認する。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

工事計画の認可番号

の記載が適切である

こと。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

11



添付資料-1-2

材料検査

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月 日 結果 備 考

申請者の品質記録が

準備 されているこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備

されていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

12



添付資料 -1-3

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

寸法検査

確認事項 確認方法 検査年月
′
日 結果 備 考

申請者の品質記録が

準備 されているこ

と。     ′

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備

されていること。
図面等確認

年

月   日

年

月 :  日

年

月   日

検査用計器が校正 さ

れてお り有効期限内

であること及び必要

な測定範囲、測定精

度を有 しているこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

13 ｀



添付資料 -1-4

外観検査

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月 日 結 果 備 考

申請者の品質記録が

準備 されているこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備

されていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

14



添付資料-1-5

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録 、

検査前確認事項

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

確認事項 確認方法 検査年月 日 結果 備 考

申請者の品質記録が|

準備 されているこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備

されていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

15



添付資料-1-6

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

耐圧検査、漏えい検査

確認事項 確認方法 検査年月 日 結果 備 考

申請者の品質記録が

準備 されているこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備

されていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

検査用計器が校正 さ

れてお り有効期限内

であること及び必要

な測定範囲、測定精

度 を有 しているこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月 日

年

月   日

系統構成が完了 して

いることも

立会/

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

16



添付資料-2-1

高浜発電所第 1号機

材料検査記録

検査場所 :三菱重工業株式会社 パ ワー ドメイン原子力事業部

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通都

電気配線貫通都 6個

判定基準 :工事計画の とお りであ り、技術基準に適合す ること。

検査対象

(貫通部番号 )

構 成 材 料 検査年月 日
検査

結果
検査方法

550

553

555

557

559

561

沐 リーブ (新設部 )

月

年

日
記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ )に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

17



添付資料-2-2

高浜発電所第 1号機

材料検査記録

検査場所

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通都及び電気配線貫通部

電気配線貫通部 6個

判定基準 :工事計画のとお りであ り、技術基準に適合すること。

検査対象

(貫 通部番号 )

構 成 材 料 検査年月 日
検査

結果
検査方法

550

553

555

557

559

561

本 体

月

年

日
記録確認

端 板

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ )に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

18



伴
Ｏ

検査方法

記録確認

検査

結果

日

年

月

検査年月 日
測定値許容値

厚 さ(Hlm)

主要

寸法
測定値許容値

長 さ (■lm)

主要

寸法
測定値許容値

外径 (■lm)

主要

寸法

構成

スリーブ

(新設部)

寸法検査記録

高浜発電所第 1号機

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貢通部 電気配線貢通部 6個

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足することと

検査対象

(貫通部

番号)

550

備 考

※ 1:公称値  ※ 2:許容値は工事計画による。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 3)に よる。

※ 3:適合性確認検査成績書の識別番号 :

郭
草
が
華
―
∞
―
岸



Ю
Ｏ

高浜発電所第 1号機

寸法検査記録

検査場所 :株式会社ベンカン機工大阪工場

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部 電気配線貫通部 6個

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

検査方法

記録確認

備 考

※ 1:公称値  ※ 2:許容値は工事計画による。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 4)による。

※4:適合性確認検査成績書の識別番号 :

※ 3:許容値はメ‐力基準による。

検査

結果
検査年月 日

年

月 日

厚 さ (■lm)

測定値許容値
主要

寸法

長 さ (■lm)

測定値許容値
主要

寸法

外径 (■lin)

測定値許容値
主要

寸法

構成

検査対象

(貫通部

番号)

550

郭
草
が
華
―
∞
Ｉ
Ю



Ｎ
牌

検査方法

記録確認

査

果

検

結
検査年月 日

日

年

月

測定値許容値

厚 さ (■lm)

主要

寸法
測定値許容値

長 さ (■ lln)

主要

寸法
測定値許容値

外径 (■ lln)

主要

寸法

構成

スリーブ

(新設部)

寸法検査記録

高浜発電所第 1号機

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貢通都及び電気配線貫通部 電気配線貫通部 6個

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

検査対象

(貫通部

番号 )

553

備 考

※ 1:公称値  ※ 2:許容値は工事計画による。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 3)に よる。

※ 3:適合性確認検査成績書の識別番号 :

郭
草
が
華
―
∞
ｌ
ω



Ｎ
Ｎ

検査方法

記録確認

検査

結果

月

年

日

検査年月 日
測定値許容値

厚 さ (llm)

主要

寸法
測定値許容値

長 さ (■lln)

要

法

主

寸
測定値許容値

外径 (Hlm)

要

法

主

寸

構成

寸法検査記録

高浜発電所第 1号機

検査場所 :株式会社ベンカン機工大阪工場

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足することと

検査対象

(貢通部

番号)

553

備 考

※ 1:公称値  ※ 2:許容値は工事計画による。 ※ 3:許容値はメーカ基準による。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 4)による。

※4:道合性確認検査成績書の識別番号 :

辣
草
が
華
―
∞
―
ト



Ｎ
∞

高浜発電所第 1号機

寸法検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貢通部及び電気配線貫通部 電気配線貢通部 6個

判定基準 :各部の主要寸法の浪1定値が許容寸法を満足すること。

検査方法

記録確認

備 考

※ 1:公称値  ※ 2:許容値は工事計画による。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 3)に よる。

※ 3:適合性確認検査成績書の識別番号 :

検査

結果
検査年月 日

年

日月

厚 さ (Hlnl)

測定値許容値
主要

寸法

長 さ (alm)

測定値許容値
主要

寸法

外径 (■lm)

測定値許容値
主要

寸法

構成

スリーブ

(新設部)

検査対象

(貫通都

番号)

555

郭
草
が
革
―
∞
Ｉ
Ы



囀
ト

高浜発電所第 1号機

寸法検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貢通部及び電気配線貫通部 電気配線貫通都 6個

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

検査方法

記録確認

備 考

※ 1:公称値  ※ 2:許容値は工事計画による。 ※ 3:許容値はメーカ基準による。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 4)による。

※4:適合性確認検査成績書の識別番号 !

検査

結果
検査年月 日

年

月 日

厚 さ (■lm)

測定値許容値
主要

寸法

長 さ (■lln)

測定値許容値
主要

寸法

外径 (■lm)

測定値許容値
主要

寸法

構成

検査対象

(貫通部

番号)

555

郭
草
瞬
華
ｌ

ω
ｌ
⑤



］
∽

高浜発電所第 1号機

寸法検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 i原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通都及び電気配線貢通部 電気配線貫通都 6個

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

検査方法

記録確認

備 考

※ 1:公称値  ※ 2:許容値は工事計画による。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 3)に よる。

※ 3:適合性確認検査成績書の識別番号 :

検査

結果
検査年月 日

年

月 日

厚 さ (■lm)

測定値許容値
主要

寸法

長 さ (■lm)

測定値許容値
主要

寸法

外径 (Hlm)

測定値許容値
主要

寸法

構成

スリーブ

(新設部)

検査対象

(貫通部

番号)

557

郭
草
が
華
―
∞
―
預



Ｎ
③

検査方法

記録確認

検査

結果
検査年月 日

月

年

日

測定値許容値

厚 さ (■lm)

要

法

主

寸
測定値許容値

長 さ(■lm)

主要

寸法
測定値許容値

外径 (llrn)

主要

寸法

構成

寸法検査記録

高浜発電所第 1号機

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貢通部及び電気配線貢通都 電気配繰貫通部 6個

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

検査対象

(貫通部

番号)

557

備 考

※ 1:公称値  ※ 2:許容値は工事計画による。 ※ 3:許容値はメエカ基準による。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 4)による。

※4:適合性確認検査成績書の識別番号 :

郭
草
が
華
―
∞
―
∞



Ｎ
煎

検査方法

記録確認

検査

結果

月

年

日

検査年月 日
測定値許容値

厚 さ(llm)

要

法

主

寸
測定値許容値

長 さ(■lm)

主要

寸法
測定値許容値

外径 (■lm)

要

法

主

寸

構成

スリーブ

(新設部)

寸法検査記録

高浜発電所第 1号機

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部 電気配線貫通部 6個

判定基準 i各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること6

検査対象

(貫通部

番号)

559

備 考

※ 1:公称値  ※ 2:許容値は工事計画による。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 3)に よる。

※ 3:適合性確認検査成績書の識別番号 :

鶉
草
が
華
―
∞
ｌ
ｏ



］
∞

検査方法

記録確認

査

果

検

結
検査年月 日

日

年

月

測定値許容値

厚 さ (■lm)

主要

寸法
測定値許容値

長さ(mm)

主要

寸法
測定値許容値

外径 (mm)

主要

寸法

構成

寸法検査記録

高浜発電所第 1号機

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貢通部及び電気配線貫通部 電気配線貫通部 6個

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

検査対象

(貫通部

番号)

559

備 考

※ 1:公称値  ※ 2:許容値は工事計画による。 ※ 3:許容値はメーカ基準による。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 4)による。

※4:適合性確認検査成績書の識別番号 :

鶉
奪
浴
華
―
∞
卜
解
ｏ



Ю
Ｏ

検査方法

記録確認

検査

結果

日

年

月

検査年月 日
測定値許容値

厚 さ(mm)

主要

寸法
測定値許容値

長 さ (■lm)

主要

寸法
測定値許容値

外径 (■ ll■)

主要

寸法

構成

スリーブ

(新設部)

寸法検査記録

高浜発電所第 1号機

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通都及び電気配線貢通都 電気配線貫通部 6個

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

検査対象

(貫通部

番号)

561

備 考

※ 1:公称値  ※ 21許容値は工事計画による。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 3)に よる。

ヽ ※ 3:適合性確認検査成績書の識別番号 :

郭
草
が
華
―
∞
Ｉ

Ｐ
Ｐ



∞
〇

高浜発電所第 1号機

寸法検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貢通部 電気配線貫通部 6個

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

検査方法

記録確認

備 考

※ 1:公称値  ※ 2:許容値は工事計画による。 ※ 3:許容値はメーカ基準による。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 4)による。

※4:適合性確認検査成績書の識別番号 :

検査

結果
検査年月 日

年

月 日

厚 さ (■lm)

測定値許容値
主要

寸法

長 さ (■lm)

測定値許容値
主要

寸法

外径 (■lm)

測定値許容値
主要

寸法

構成

検査対象

(貫通部

番号)

561

鶉
申
ゆ
華
―
∞
―
解
Ю



添付資料 -4-1

高浜発電所第 1号機

外観検査記録

検査場所 :三菱重工業株式会社 パワ▼ ドメイン原子力事業部

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部

電気配線貫通部 6個

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能 。ll生 能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐

食、浸食)が ないこと。

検査対象

(貫通都番号 )

構成 検査年月 日
検査

結果
検査方法

550

ス リーブ (新設部 )

年

月 日

目視/

記録確認

553
目視/

記録確認

555
目視/

記録確認

557
目視/

記録確認

559
目視/

記録確認

561
目視/

記録確認

備 考

。記録確認は、申請者の品質記録 (※ )に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

31



添付資料-4-2

高浜発電所第 1号機

外観検査記録

検査場所 :

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部

電気配線貫通都 6個

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能・ Jl生 能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐

食、浸食)が ないこと。

検査対象

(貫通部番号 )

構成 検査年月 日
検査

結果
検査方法

550

年

月 日

目視/

記録確認

553
目視/

記録確認

555
目視/

記録確認

557
目視/

記録確認

559
目視/

記録確認

561
目視/

記録確認

550

年

月 日

目視/

記録確認

553
目視/

記録確認

555
目視/

記録確認

557
目視/

記録確認

559
目視/

記録確認

561
目視/

記録確認

備 考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ )に よる。

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

32



添付資料-5

高浜発電所第 1号機

組立て及び据付け状態を確認する検査記録

検査場所 :関 西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通都

電気配線貫通部 6個

判定基準 :工事計画のとお りであ り(技術基準に適合すること。

検査対象

(貢通部番号 )
検査年月 日

検査

結果
検査方法

550

年

月 日

自視/

記録確認

558
目視/

記録確認

555
目視/

記録確認

557
目視/

記録確認

559
目視/

記録確認

561
目視/

記録確認

備 考

・据付後の外観確認 も含めて実施。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ )に よるも

※ :適合性確認検査成績書の識別番号 :

33



∞
ト

検査方法

目視/

記録確認

目視/

記録確認

目視/

記録確認

目視/

記録確認

目視/

記録確認
て目視/

記録確認

検査結果検査年月 日

月

年

日

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

日

年

月

水圧、気圧

区分

気圧

漏 えい検査時圧力

(MPa)

保持時間

(mttn)

耐圧検査時圧力

(MPa)

耐圧検査規定圧力

(“IPa)

0,305

最高使用圧力

(MPa)

0。 261

0.305※ 1

耐圧検査、漏えい検査記録

高浜発電所第 1号機

判定基準 :i検査圧力に耐え、かつ、異常がないこと。

・著しい漏えいがないこと。

検査対象

(貫通部番号)

550

553

555

557

559

561

※ 1:重大事故等時における使用時の値

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 2)に よる。

※ 2:適合性確認検査成績書の識別番号 :

No

備 考

発泡液 名称 :

郭
奪
蛤
華
ｌ
⑤



添付資料 -7

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表

検査年月 日 : 年  月  日

検査項 目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月 日

有効期限
備 考

85
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工事計画本文

原子炉格納施設 原子炉格納容器 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部 電気配線貫通部

(注 1)公称値

(注2)既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、設計図書による。

(注3)重大事故等時における使用時の値

(注4)既工事計画書に記載がないため記載の道正イヒを行う。記裁内容は、平成7年 7月 3日 付け7資庁第7575号にて認可された工事計画の添付資料卜2「原子炉格納容器電線寅通部の強度計算霧」による。

(注5)既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。

ゆ
華

解
―

岸

変 更 後

材  料

変更なし

変更なし

主 要寸 法 (m■ 1)

令 径
卜

さ1厚 さ
構  成

ス リーブ

最高使用

温  度

(℃ )

変更なし

198

変更なし

138

変更な し

138

最高使用

圧  カ

(MPa)

変更なし

0 305

変更なし

0 305

変更なし

0 305

個数

変更なし

変更なし

変更なし

種類
貫通部

香

変 更 前

材  料

主要寸法 (mln)

厚   さ外 径
1長

さ
構  成

スリーブ

ス リーブ

ス リーブ

閉止 板

長高使用

温  度

(q(,)

(と0
122

122

122

最高イ吏用

圧  カ

(MPa)

(逹 ?〉

0 261

0.261

0 261

個数

(遊 13)

6

種類

ぜ
)

電線
貫通部

ぜ
電線

責通部

!!!!llii】

予備

貫通部

貢通部

フ番 号

602、  603
629、  630
631、  651
661、  662
663、  675
676、  677
551、  558

550
SS3

555
557

559
561

526
600
601



工事計画本文

∞
『

(注6)記載の適正化を行う。既工事計画書tと は「2j組Jと乱裁

(注7)班工事計耳書に記載がないため記載の適五イとを行う。記載内容は、既工事計画書に記載の原子炉格納容器の最高使用圧力の値

(注8)既工事計画書に講載がないため記載の適正化を行 う。記載内容は、既工事計画書に記載の原子炉格納容器の最高使用温度の値

(注9)記載の適正化を行う。既工事計耳書には          詩裁                   |
(注 10)CSTPL相 当

(注 11)既 工事計画書に記ユロ℃がないため記載の道正イヒを行う。記裁内容は、昭和47年 8月 26日 付け47公第6032号にて認可された工事計画の資料3「格納容器電線ケーブル貫通部強度強度計算書 (通 産省告示第501号 によ

る計算書)」 による。

(注 12)記載の適正化を行う。既工事計画書には|||||と 記事
(注 13)記載の適正イヒを行う。既工事計画書には「14組」と記載

(注 14)記載の適正化を行う。既工事計画書には「6組Jと 記載

(注 15)既 工事計画書に記載がないため記裁の適正化を行う。記栽内容は、昭和45年 4月 21日 付け45公 第2736号にて認可されたI事計画の資料2-lf原子炉格納容器板厚および補強板等の計算書」による。

(注 16)記載の適正化を行う。既工事計画書には と記載

(注 17)既 工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記裁内容は、昭和45年 7月 30日 付け関工発第85号にて届出された工事計画の添付園面第2図 「貫通部スリーブおよび椅強板寸法図 (分割申識第1次分第併3

図)」 による。

が
華

解
Ｉ

Ю



第 713図工事 Я十画認 可申 ,「l

高 浜 発 電 所 第 1‐,桟

原 子炉格納施設に保 る機器の

配登を明示 した図面

(原子 IF=格納容器)(2/2)

閥 西 電 力 株 式 会 社

査 1/3

∞
∞

ゆ
華

Ｎ
Ｉ

岸



検査範囲図 (2/3)

∞
O

第7-3-3園工事計画認可申請

高 浜 発 電 所 第 1号 機

原子炉格納施設の構造図

(原 子炉格納熔器 )

原子炉格和容器配管貫通部

及び電気配線寅通部 (3/4)

関 西 電 力 株 式 会 社

材 料構  成

スリーブ

最高使用

麟
④

最商使用

だ二カ
(酔a)

0
0

個  数

6

種  類

一
鏃鰤

欝
器

原子炉格納容器

窮

曖
）”期

（響
く
）

I_____ ハ    ________一 -   1

i↓

(鈎立 :m」「♪

が
華

Ｎ
Ｉ

〕



検査範囲図 (3/3)

卜
〇

第7-3-4図工事計画認可申講

高 浜 発 電 所 第 1号 機

原子炉格納施設の構造図

(原子炉格納熔器 )

原子炉格納容器配管質通部

及び電気配線貫通部 (4/4)

関 西 電 力 株 式 会 社

材 料

主要寸法 (蜘 )

厚   さ長   さ外  径
構  成

本 体

端板

最高使用

温度

(℃ )

122

138

最高使用

圧カ

(MPa)

0
0

261

305

個  数種 類

‐
聯

責通音ト

貫通部

呑 号

550

553

555

557

559

561

端板

劾 二_

スサープ

L
（響
く
）

稲
下

期

本体

翁

殴
）

(厚 さ)

原子難 納容器 内

(単位 :hm)

浴
華

Ｎ
Ｉ

∞



資料 3

1_昇降圧曲線

耐圧検査、漏えい検査要領

※1:重大事故等時における使用時の値

(申 請者の情報を基に作成 したものである。)

時 間 (minl

0。 305

圧

力

(MPa)

2.検査条件

漏えい検査耐圧検査

保持 10分

最高使用圧力

(MPa)

検査圧力

(MPh)

保持時間

(miA)

水圧/気圧

区分 ′

0。  261
0, 305※ 1

0.305 10 気圧

41



資料 4

検査用計器一覧表

(申 請者の情報を基に作成 したものである。)

検査項 目 検査用計器 測定範囲 測定精度 備 考

耐圧検査、

漏えい検査
圧力計

42



関西電力株式会社

高浜発電所第 1号機

発電用原子炉に燃料体を挿入することが

できる状態になった時に係る

使用前検査実施要領書

施 設 名 :原子炉冷却系統施設

系 統 名 :余熱除去設備

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

;       安全弁及び逃がし弁 (常設 )

要領書番号  :原規規収第 1610071号 2-24

令和元年 12月

原子力規制委員会



改訂履歴

関西電力株式会社 高浜発電所第 1号機

発電用原子炉に燃料体を挿入することができる状態になった時に係る使用前検査

施  設  名

要領 書 番 号

原子炉冷却系統施設

原規規収第 1610071号 2-24

回 年 月 日 改訂箇所、改訂内容及び改訂理由

令和元年 12月 6日 制定
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工事計画本文
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(最終頁 15)



I 検査目的及び項目

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32年法律第

166号 )第 43条の 3の 11第 1項に基づき実施する実用発電用原子炉の設置、運転等

に関する規則 (昭和 53年通商産業省令第 77号)第 16条の表第 3号の工事の工程に係

る使用前検査について、原子炉冷却系統施設が、認可 した工事計画に従い製作され、据付け

され、所定の性能を有 してお り、原子力規制委員会規則で定める技術基準 (※ )に適合する

ものであることを確認するもので、以下の検査を実施する。

1系統性能検査

(1)性能検査

※ :原子力規制委員会規則で定める技術基準とは、実用発電用原子炉及びその附属施設

の技術基準に関する規則 (平成 25年原子力規制委員会規則第 6号。以下「技術基

準」という。)である。本検査に関する条項は第 20条並びに第 57条であり、上

記検査項目に係る事項について確認する。

Ⅱ 検査場所

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

Ⅲ 検査範囲

検査対象施設及び範囲               
｀

検査対象施設及び範囲は、工事計画に記載された下記の施設 とする。

(詳細は、資料 1「工事計画本文」及び資料 2「検査範囲図」参照。)

1

高浜ヌ元て電所第 1号機

発電用原子炉施設

名称 個数

原子炉冷却系統施設

余熱除去設備

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

安全弁及び逃がし弁 (常設 )

2

1



2 工事計画認可・届出関係

認可番号

(認可年月日)

工事計画の認可番号 :原規規発第 1606104号

(平成 28年 6月 10日 )

工事計画変更の認可番号 :原規規発第 1707191号

(平成 29年 7月 19日 )

原規規発第 1801251号

(平成 30年 1月 25日 )

原規規発第 1806277号

(平成 3o年 6月 27日 )

原規規発第 1808063号

(平成 30年 8月 6日 )

原規規発第 18■ 291号

(平成 30年 11月 2、 9日 )

原規規発第 1901281号

(平成 31年 1月 28日 )

原規規発第 1903271号

(平成 31年 3月 27日 )

原規規発第 19042612号

(平成 31年途月 26日 )

原規規発第 1906217号

(令和元年 6月 21日 )

原規規発第 1908191号
.       (令不日元年 8月 19日 )

上記以降の変更については、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認するを

Ⅳ 検査方法

1共通事項

(1)使用前検査申請書の確認

① 検査前確認事項

a本検査に係る使用前検査申請書 (変更申請を含む。)が準備されていることを確認

する。

b検査をする工事の工程、期 日及び場所が申請書 どおりであることを確認する。

c工事計画の認可番号の記載が適切であることを確認する。

2 系統性能検査

(1)性能検査

① 検査前確認事項

a申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

b必要な図面等が準備 されていることを確認する。

c検査用計器が校正されてお り有効期限内であること及び必要な測定範囲、沢1定精

度を有していることを確認する。

2



② 検査手順

立会い又は申請者の品質記録により、安全弁が所定の吹出圧力で動作すること及

び所定の吹出量を有することを確認する。

V 判定基準

1 系統性能検査

(1)性能検査

所定の性能を有すること。

3



立会区分表

備考

検査項目
※1

系統性能検査

性能検査

A/B※ 2

系統名

余熱除去設備
非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

安全弁及び逃がし弁 (常設)

施設名

原子炉冷却系統施設

ト

※ 1:記号説明 A/B:抜 買文立会検査

※2:抜取立会検査における立会は、検査項目ごと1回以上とする。

遭
謙

Ｐ



男lJ和表2

関西電力株式会社

高浜発電所第 1号機

発電用原子炉に燃料体を挿入することが

できる状態になった時に係る

使用前検査成績書

系 統 名

施 設 名 :原子炉冷却系統施設

余熱除去設備

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

安全弁及び逃がし弁 (常設)

要領書番号  :原規規収第 161、0071号 歩24

年  月

原子力規制委員会

5



2検査の種類

使用前検査成績書

1 発電所名    関西電力株式会社高浜発電所第 1号機

発電用原子炉に燃料体を挿入することができる状態になった時に係る

使用前検査

3 検査申請    使用前検査申請番号

4 検査期日 自

至

5 検査場所 関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

6 検査範囲 高浜発電所第 1号機

発電用原子炉施設

原子炉冷却系統施設

余熱除去設備

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

安全弁及び逃がし弁 (常設) 2個

7 検査結果    検査実施者及び検査結果一覧表のとおり

月

月

年

年

日

　

口

6



検査実施者及び検査結果一覧表

検査項目
査

果

検

結
原子力施設検査官 検査立会責任者

系統性能検査

性能検査

年  月  日 年  月  日

Fロ

F「

主任技術者

F「

8 特記事項

9 添付資料 使用前検査記録 ′

1検査前確認事項

2性能検査記録

3検査用計器一覧表

，７



添付資料 1-1

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

共通事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備 されてい

ること。

記録確認

年

月   日

使用前検査成績書の「3検査

申請」に申請番号 (変更申請

番号を含む。)を記載する。年

月   日

年

月   日

検査 をす る工事の二

程、期 日及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

工事計画の認可番号の

記載が適切であるこ

と。

記録確認

年

月   日

月   日

年

月   日

8



添付資料 1-2

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

系統性能検査

性能検査

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備されていること。
記録確認

年

月   日

年

年

月
イ

日

必要な図面等が準備さ

れていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

検査用計器が校正され

ており有効期限内であ

ること及び必要な測定

範囲、測定精度を有し

ていること。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

9



添付資料 2

高浜発電所第 1号機

性能検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :原子炉冷却系統施設 余熱除去設備 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

安全弁及び逃がし弁 (常設):2個

判定基準 :所定の性能を有すること。

検査対象
項 目

(単位 )

工事計画

記載値
許容値 確認値 検査年月日

検査

結果
検査方法

lV-8860A

吹出圧力

(MPa)
4.1

3.96-
4.10※ 1

月

年

日

目視/
記録確認

吹出量

(kg/h)
4,542以上

4,542

以上※2

lV-8860B

吹出圧力

(MPa)
4.1

3.96-
4.10※ 1

月

年

日

目視/
記録確認

吹出量

(kg/h)
4,542以上

4,542

以上※2

備考

※ 1:許容値は」ISに よる。

※ 2:許容値は工事計画による。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 3)による。

※ 3:適合性確認検査成績書の識別番号 :

10



高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表

添付資料 3

検査年月日 :    年  月  日

検査項目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限

ヽ備考

r

11



工事計画本文

(以下、「寸法許容範囲」は申請者の情報を基に作成 したものである。)

原子炉冷却系統施設

加圧水型発電用原子炉施設に係るもの (蒸気タービンに係るものを除く。)にあっては次の事項

6 余熱除去設備に係る次の事項

(5)安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
・常設

牌
酌

(注 1)

(注 2)

(注 3)

(注 4)

(注 5)

既工事計画書に記載がないため記載の進正化を行 う。

既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行 う。

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備と兼用

躍工事計画書に記載がないため記載の道正化を行 う。

公称値

記載内容は、設計図書によるd

記載内容は、計測結果によるc

変更後

lV-8860A、 B(注 3)

同 左

20(注 5)

20(注 う)

同 左

変 更 前 (こ う

lV-8860B(注 2)

平衡形 (とい

4.1(注 e,

4,542 以上 (注
E)

19 16(注 1)

550(注 1)

2

lV-3860B

Cコ ール ドレグヘの注入母管

lV-8860A(注 =I

19.11(こ 1)

5.50(注 1)

iV-8860A

Aコ ール ドレグヘの注入母管

名 称

MPa

kg/h/個

種 類

吹 出 圧 力

吹 出 量

呼    び    径

の ど 部 の 径

弁 座 日 の 径

リ フ ト

材 料 (弁 箱 )

駆 動 方 法

個 数

系
(

統 名
)フ イ ン 名

設    置    床

の
号

上護

番

防

画

水溢

区

途 水 防 護 上 の

配 慮 が 必 要 な 高 さ

主
要
寸
法

取
付
箇
所

ゆ
華

解



検査範囲図
(以下、「寸法許容範囲」は申請者の情報を基に作成したものである。)

牌
∞

第932図

検査範囲「又」

工 事 計 画認 可申講

高 浜 魂 電 所 第 1号 機

原子炉冷却系統施設の構造図

(余 熱除去設備 )

関 西 電 力 株 式 会 社

主  要  目 表

平衡形

1,542以 上k8/1ツ 個

穂 類

吹 出 産 力

吹 出 量

材 料 (弁 箱 )

駆 動 方 法

個 数

系 統 名

(ラ イ ン 名 )

設    置    床

途 水 防 護 上 の

区 画 番 号

l査 水 防 護 上 の

配 慮 が 必 要 な Hiき

取
付
箇
所

弁  体

弁

(の ど部 の径 )20

|

|

¬
I唯

(呼 び径 )20

イ単位 :mm,

が
華

Ｎ



牌
ト

第338「XJ

検益範囲図

工事計画認可 中請

高 浜 発 電 所 第 1号 機

原子ア,冷 却系統施設の構造図

(余 熟除去設備 )

]V-8860B

関 西 電 力 株 式 会 社

主 要  目 装

平衡形

4,542以 上

Cコ i‐ ル ドレグヘの注入母誉

kg/h/イ固

「

昼 類

吹 出 「■ 力

吹 出 量

材 料 (弁 籍 )

_巧区 動 方 法

イ匿 数

系 統 名

(ラ イ ン 嘉 )

設 置 床

途 水 防 護 上 の

区 画 番 号

途 水 防 謹 上 の

白己慮 が 必 要 な
「

.1さ

取
付
箇

所

弁

弁  座

くの ど部の径,20

(呼 び 径 )20

鰊I

I

(単位 !mm)



測定範囲 測定精度検査項目 検査用計器 備考

圧力計

性能検査

圧力計

資料 3

検査用計器二覧表
(申請者の情報を基に作成 したものである。)
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関西電力株式会社

高浜発電所第 1号機

発電用原子炉に燃料体を挿入することが

できる状態になった時に係る

使用前検査実施要領書

施 設 名 :原子炉冷却系統施設

系 統 名 :非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

安全弁及び逃がし弁 (常設)

要領書番号  :原規規収第 1610071号 2-27

令和元年 12月

原子力規制委員会



改訂履歴

関西電力株式会社 高浜発電所第 1号機

発電用原子炉に燃料体を挿入することができる状態になった時に係る使用前検査

施  設  名 :原子炉冷却系統施設

要領書番号 :原規規収第 1610071号 μ27

回 年 月 日 改訂箇所、改訂内容及び改訂理由

令和元年 12月 6日 制定
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I 検査目的及び項目

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32年法律第

166号 )第 43条の 3の 11第 1項に基づき実施する実用発電用原子炉の設置、運転等

に関する規則 (昭和 53年通商産業省令第 77号)第 16条の表第 3号の工事の工程に係

る使用前検査について、原子炉冷却系統施設が、認可した工事計画に従い製作され、据付け

され、所定の性能を有 してお り、原子力規制委員会規則で定める技術基準 (※ )に適合する

| ものであることを確認するもので、以下の検査を実施する。

1系統性能検査

(1)性能検査

※ i原子力規制委員会規則で定める技術基準とは、実用発電用原子炉及びその附属施設

の技術基準に関する規則 (平成 25年原子力規制委員会規則第 6号。以下「技術基

準」というЬ)である。本検査に関する条項は第 20条並びに第 57条であり、上

記検査項目に係る事項にういて確認する。

Ⅱ 検査場所

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

Ⅲ 検査範囲

1 検査対象施設及び範囲

検査対象施設及び範囲は、工事計画に記載された下記の施設 とする。

(詳細は、資料 1「工事計画本文」及び資料 2「検査範囲図」参照。)

高浜発電所第 1号機

発電用原子炉施設

名 称 個数

原子炉冷却系統施設

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

安全弁及び逃がし弁 (常設)

1

1



2 工事計画認可 l届 出関係

認可番号

(認可年月 日)

工事計画の認可番号 :原規規発第 1606104号

(平成 28年 6月 10日 )

工事計画変更の認可番号 :原規規発第 1707191号

(平成 29年 7月 19日 )

原規規発第 1801251号

(平成 30年 1月 25日 )

原規規発第 1806277号

(平成 30年 6月 27日 )

原規規発第 1808063号 ′

(平成 30年 8月 6日 )|
原規規発第 1811291号

(平成 30年 11月 29日 )

原規規発第 1901281号

(平成 31年 1月 28日 )

原規規発第 1903271号

(平成 31年 3月 27日 )

原規規発第 19042612号

(平成 31年 4月 26日 )

原規規発第 1906217号

(令和元年 6月 21日 )

原規規発第 1908191号

(令不日元年 8月 19日 )

上記以降の変更については、検査時に使用前検査申請書の変更申請により確認する。

Ⅳ 検査方法           |
1共通事項

(1)使用前検査申請書の確認

① 検査前確認事項

, a本 検査に係る使用前検査申請書 (変更申請を含む。)が準備されていることを確認

する。

b検査をする工事の工程、期 日及び場所が申請書どお りであることを確認する。

c工事計画の認可番号の記載が適切であることを確認する。

2 系統性能検査

(1)性能検査

① 検査前確認事項

a申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

b必要な図面等が準備 されていることを確認する。

0検査用計器が校正されてお り有効期限内であること及び必要な測定範囲、測定精

度を有していることを確認する。

2



② 検査手順

立会い又は申請者の品質記録により、安全弁が所定の吹出圧力で動作すること及

び所定の吹出量を有することを確認する。

V 判定基準

1 系統性能検査

(1)性能検査

所定の性能を有すること。

3



立会区分表

備 考

検査項目※1

系統性能検査

性能検査

A/B※ 2

系統名

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備
安全弁及び逃がし弁 (常設)

施設名

原子炉冷却系統施設

トト

※ 1

※ 2

記号説明 A/B:抜 取立会検査

抜取立会検査における立会は、検査項目ごと1回以上とする。

ヨ
粛

Ｐ



別紙 2

関西電力株式会社

高浜発電所第 1号機

発電用原子炉に燃料体を挿入することが

できる状態になった時に係る

使用前検査成績書

施 設 名 :原子炉冷去日系統施設

系 統 名 :非常用炉心冷去Π設備その他原子炉注水設備

安全弁及び逃がし弁 (常設)

要領書番号  :原規規収第 1610071号 2-2ヤ

年  月

原子力規制委員会

5



2検査の種類

使用前検査成績書

1 発電所名 関西電力株式会社高浜発電所第 1号機

発電用原子炉に燃料体を挿入することができる状態になった時に係る

使用前検査

3 検査申請    使用前検査申請番号

4 検査期日 自

至

5 検査場所 関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

6 検査範囲 高浜発電所第 1号機

発電用原子炉施設

原子炉冷却系統施設

非常用炉心冷去口設備その他原子炉注水設備

安全弁及び逃がし弁 (常設) 1個

7 検査結果    検査実施者及び検査結果一覧表のとおり

月

月

年

年

日

　

日

6



検査実施者及び検査結果一覧表

検査項 目
検査

結果
原子力施設検査官 検査立会責任者

系統性能検査

性能検査

年  
‐
月  日 年  月  日

Ｈ
Ｐ

Ｅ
ト

Π
世

Ｅ
ト

主任技術者

印

8 特記事項

9 添付資料 使用前検査記録

1検査前確認事項

2性能検査記録

3検査用計器一覧表

7



添付資料 1-1

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

共通事項

使用前検査申請書の確認

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

本検査に係る使用前検

査申請書 (変更申請を

含む。)が準備 されてい

ること。

記録確認

年

月   日

使用前検査成績書の「3検査

申請」に申請番号 (変更申請

番号を含む。)を記載する。年

月   日

年

月   日

検査 をす る工事 の工

程、期 日及び場所が申

請書 どお りであるこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

工事計画の認可番号の

記載が適切 であるこ

と。

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

8



添付資料 1-2

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

系統性能検査 '

性能検査

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

申請者の品質記録が準

備されていること。
記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備さ

れていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

検査用計器が校正され

ており有効期限内であ

ること及び必要な測定

範囲、測定精度を有し

ていること。 (

記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

9



添付資料 2'
高浜発電所第 1号機

性能検査記録

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :原子炉冷却系統施設 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

安全弁及び逃がし弁 (常設):1個

判定基準 :所定の性能を有すること。

検査対象
項目

(単位 )

工事計画

記載値
許容値 確認値 検査年月日

検査

結果
検査方法

吹出圧力

(MPa)
4.1

3.96-
4.10※ 1

lV-8861

吹出量

(kg/h)
4,542ワ火」L

4,542

以上※2

年

日月

目視/
記録確認

備

※ 1:許容値はJISに よるよ

※2:許容値は工事計画による。

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 3)による。

※3:適合性確認検査成績書の識別番号 :

10



添付資料 3

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表

検査項 目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限
備考

11



工事計画本文   :
(以下、「寸法許容範囲」は申請者の情報を基に作成 したものである。)

原子炉冷却系統施設

加圧水型発電用原子炉施設に係るもの (蒸気タービンに係るものを除く。)にあっては次の事項

7 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に係る次の事項

(5)安全弁及び逃がし弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所

・
総

牌
］

(注 1)

(注 2)

(注 3)

(注4)

既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。

既工事計画書に記載がないため記哉の適正化を行う。記哉内容は、

既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は、

公称値

設計図書による。

計測結果による。

変 更 後

同左

20(注 4)

20(注 4)

SCS14A

同左

変 更 前 は0

lV-8861(注 2)

平衡形 にD

4.1(注 2)

4,542 以上 (注
ワ)

19,1(注 3)

5.50(注3)

ASTM A-351 CR― CF8M (SCS14A相 章)(注
2)

1(注2)

lV-8861

ホッ トレグヘの注入母管

名 称

MPa

kg/h/拒

mm

mm

llHl

lull

種 類

吹 出 圧 カ

吹 出 量

呼    び    径

の ど 部 の 径

弁 座 口 の 径

リ フ ト

材 料 (弁 箱 )

駆  .動    方   法

個 数

系

(

統 名

)ラ イ ン 名

設    置    床

冷 水 防 護 上 の

区 画 番 号

冷 水 防 護 上 の

配 慮 が 必 要 な 高
・
さ

主
要
寸
法

取
付
箇
所

が
華

岸



検査範囲図
(以下、「寸法許容範囲」は申請者の情報を基に作成したものである。)

岸
∞

聯
華

Ю



資料 3

検査用計器一覧表
(申請者の情報を基に作成 したものである。)

検査項目 検査用計器 沢1定範囲 沢J定精度 備 考

性能検査

圧力計

圧力計

F.S:フ アレスパ ン

14



関西電力株式会社

高浜発電所第 1号機

工事の計画に係る全ての

工事が完了した時に係る

使用前検査実施要領書

施  設  名

系  統  名

放射性廃棄物の廃棄施設

放射線管理施設

その他発電用原子炉の附属施設

気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備

廃棄物貯蔵庫

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

生体遮蔽装置

補助遮蔽

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

火災防護設備

火災区域構造物及び火災区画構造物

外部遮蔽壁保管庫 (1。 2号機共用)

要 領 書 番 号 :原規規収第 1610071号 240

平成 29年 10月

原子力規制委員会



改訂履歴

関西電力株式会社 高浜発電所第 1号機

工事の計画に係る全ての工事が完了した時に係る使用前検査

施 設 名 放射性廃棄物の廃棄施設

放射線管理施設

その他発電用原子炉の附属施設

要 領 書 番 号 :原規規収第 1610071号 2-40

回 年 月 日 改訂箇所、改訂内容及び改訂理由

平成 29年 10月 6自 制定
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I 検査目的及び項目

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和 32年法律第 16

6号)第 43条の 3の 11第 1項に基づき実施する実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規

則 (昭和 53年通商産業省令第 77号)第 16条の表第 5号の工事の工程に係る使用前検査につ

いて、放射Jl生廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設及びその他発電用原子炉の附属施設が、認可し

た工事計画 (※ 1)に従い製作され、据付けされ、所定の性能を有しており、原子力規制委員会

規則で定める技術基準 (※ 2)に適合するものであることを確認するもので、以下の検査を実施

する。

1 機能検査

(1)材料検査

(2)寸法検査

(3)外観検査

(4)組立て及び据付け状態を確認する検査

2 性能検査

(1)容量確認検査

※ 1:認可した工事計画とは、外周コンクリマ ト壁の一部撤去に伴い発生するコンクリ

ー ト、鉄筋等の保管庫を設置する工事に係るものである。

※2:原子力規制委員会規則で定める技術基準とは、実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則 (平成 25年原子力規制委員会規則第 6号。以下「技

術基準」という。)である。本検査に関する条項は第 11条、第40条第 1項及び

第40条第 2項並びに第42条第 1項及び第42条第 2項であり、上記検査項目

に係る事項につしヽて確認する。

Ⅱ 検査場所

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

1



Ⅲ 検査範囲

1 検査対象施設及び範囲

検査対象施設及び範囲は、工事計画に記載された下記の施設とする。

(詳細は、資料 1「工事計画本文」及び資料 2「検査範囲図」参照。)

高浜発電所第 1号機

発電用原子炉施設

※ :検査識別の凡例         i
① :材料検査

② :寸法検査

③ :外観検査

④ :組立て及び据付け状態を確認する検査

⑤ :容量確認検査

2 工事計画認可・届出関係

認可番号

(認可年月自)

原規規発第 1606104号 ,

(平成 28年 6月 10日 )

Ⅳ 検査方法

1 機能検査

(1)材料検査

① 検査前確認事項

a申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

b必要な図面等が準備されていることを確認する。

2

名称 個数 検査識別
※

放射性廃乗物の廃棄施設

気体、液体又は固体廃棄物暗蔵設備

廃乗物貯蔵庫

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

一 式 ①②③④⑤

放射線管理施設

生体遮蔽装置

補助遮蔽

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

一式 ①②③④

その他発電用原子炉の附属施設

火災防護設備

火災区域構造物及び火災区画構造物

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

一 式 ①②③④



c検査用計器が校正されており有効期限内であること及び必要な測定範囲、狽I定精度を

有していることを確認する。

② 検査手順

申請者の品質記録により、工事計画に記載されている材料が使用され、かつ、技術基準

に適合していることを確認する。

(2)寸法検査  ′

① 検査前確認事項

a申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

b必要な図面等が準備されていることを確認する。

c検査用計器が校正されており有効期限内であること及び必要な測定範囲、測定精度を

有していることを確認する。

② 検査手順

申請者の品質記録により、工事計画に記載されている主要寸法を確認する。

(3)外観検査

｀
① 検査前確認事項

a申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

b必要な図面等が準備されていることを確認する。

② 検査手順

目視又は申請者の品質記録により、各部の外観を確認する。

(詳細は資料 2「検査範囲図」参照)

(4)組立て及び据付け状態を確認する検査

① 検査前確認事項

a申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

b必要な図面等が準備されていることを確認する。

② 検査手順

目視又は申請者の品質記録により、機器等の組立て及び据付け状態※を確認する。

(詳細は資料 2「検査範囲図」参照)

※ :火災区域に設定されていることの確認も含めて実施

3



2 性能検査  .

(1)容量確認検査

① 検査前確認事項

a申請者の品質記録が準備されていることを確認する。

b必要な図面等が準備されていることを確認する。

c検査用計器が校正されており有効期限内であること及び必要な測定範囲、測定精度を

有していることを確認すると

② 検査手順

目視又は申請者の品質記録により、所定の容量を有することを確認するも|

V 判定基準

1 機能検査

(1)材料検査

工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。

(2)寸法検査  ′

各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

(3)外観検査

有害な欠陥 (表面に機能 。1性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、浸

食)がないこと。

(4)組立て及び据付け状態を確認する検査

工事計画のとおりであり、技術基準に適合すること。          |
2 性能検査     ‐

(1)容量確認検査

所定の容量を有すること。

4



立会区分表

備考

検査項 目
※1

性能検査

容量確認検査

A/B※ 2

機能検査

組立て及び据

付け状態を確

認する検査

B

B

A/B※ 2 3

外観検査

B

B

B

寸法検査

B

B

B

材料検査

B

B

B

系統名

気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備
廃棄物貯蔵庫

外部遮蔽壁保管庫 (1,2号機共用)

生体遮蔽装置

補助遮蔽       ′、  ど
外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

火災防護設備

火災区域構造物及び火災区画構造物

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

施設区分

放射性廃棄物の廃

棄施設

放射線管理施設

その他発電用原子

炉の附属施設

碗

※ 1:記号説明      ヽ

A/B:抜 取立会検査

B:記録確認検査

※2:抜取立会検査における立会は、検査項目ごとに 1回以上とする。

※3:火災区域の設定の確認を含む。
翌
謙

Ｐ



別紙 2

関西電力株式会社

高浜発電所第 1号機

工事の計画に係る全ての

工事が完了した時に係る

使用前検査成績書

施  設  名

系  統  名

放射性廃棄物の廃棄施設

放射線管理施設

その他発電用原子炉の附属施設

気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備

廃棄物貯蔵庫

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

生体遮蔽装置

補助遮蔽

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

火災防護設備

火災区域構造物及び火災区画構造物

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

要 領 書番 号  :原規規収第 1610071号 2-40

年  月

原子力規制委員会
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使用前検査成績書

1 発電所名  関西電力株式会社高浜発電所第 1号機

2 検査の種類  工事の計画に係る全ての工事が完了した時に係る使用前検査

3 検査申請 使用前検査申請番号

関原発第 299号 (平成 28年 10月 7日 )

4 検査期 日 自

至

5 検査場所 関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

6 検査範囲 高浜発電所第 1号機

放射性廃棄物の廃棄施設

気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備

廃棄物貯蔵庫

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

放射線管理施設

生体遮蔽装置

補助遮蔽           ―

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

その他発電用原子炉の附属施設

火災防護設備

火災区域構造物及び火災区画構造物

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

7 検査結果   検査結果一覧表のとおり

月

　

月

年

年

日

　

日

一式

一式

一式

7



8 特記事項

9 添付資料

検査結果下覧表

使用前検査記録

1 検査前確認事項           ―

2 機能検査記録

(1)材料検査

(2)寸法検査       ―

(3)外観検査

(4)組立て及び据付け状態を確認する検査

3 !性能検査記録

(1)容量確認検査    |

4 検査用計器一覧表

8

検査項目
検査

結果
原子力施設検査官 検査立会責任者

機能検査

材料検査

寸法検査

外観検査

組立て及び据付け状態を

確認する検査

性能検査

容量確認検査

年  月  日 年  月  日

Ｒ
Ｐ

ｒ
ト

F「

主任技術者

Π
ド

Ｅ
ト



添付資料-1-1

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項
機能検査

材料検査

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備 考

申請者の品質記録が準

備 されていること。
記録確認

年

月 日

年

月 日

年

月 日

必要な図面等が準備 さ

れていること。
図面等確認

年

月 日

年

月 日

年

月 日

検査用計器が校正され

てお り有効期限内であ

ること及び必要な測定

範囲、測定精度を有 し

ていること。

記録確認

年

月 日

年

月 日

年

月 日

9



添付資料-1-2

機能検査

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

年

月   日

年

月   日

申請者の品質記録が準

備されていること。
記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備さ

れていること。
図面等確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

検査用計器が校正され

ており有効期限内であ

ること及び必要な測定

範囲、狽J定精度を有し

ていることど

記録確認

年

月   日

10



添付資料-1-3

機能検査

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備考

年

月   日

年

月   日

申請者の品質記録が

準備されていること。
記録確認

年

月   日

年

月   日

年

月   日

必要な図面等が準備

されていること。
図面等確認

年

月   日

11



添付資料-1-4

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

機能検査「

組立て及び据付け状態を確認する検査

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備 考

申請者 の品質記録が

準備 されていることと
記録確認

年

月 日

年

月 日

年

月 日

必要な図面等が準備

されていること。
図面等確認

年

月 日

年

月 日

年

月 日

12



添付資料-1-5

性能検査

容量確認検査

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査前確認事項

確認事項 確認方法 検査年月日 結果 備 考

申請者 の品質記録が

準備 されていること。
記録確認

年

月 日

年

月 日

年

月 日

必要な図面等が準備

されていること。
図面等確認

年

月 日

年

月 日

年

月   日

検査用計器が校正さ

れてお り有効期限内

であること及び必要

な測定範囲、測定精度

を有 していること。

記録確認

年

月 日

年

月 日

年

月 日

13



添付資料-2-1
高浜発電所第 1号機

機能検査記録 (材料検査)

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :放射性廃棄物の廃棄施設 気体、液体又は団体廃棄物貯蔵設備

廃棄物貯蔵庫 外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用):一式

放射線管理施設 生体遮伸
~欠

装置 補助遮術
~文

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用): 式

その他発電用原子炉の附属施設 火災防護設備 火災区域構造物及び火災区画構造物

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用):一式

判定基準 :工事計画のとお りであり、技術基準に適合すること。

対象機器 使用材料 検査年月日
検査

結果
検査方法

外部遮蔽壁保管庫

(1・ 2号機共用 )

鉄筋 コンクリー ト
月

年

日
醐

備 考
・記録確認は、申請者の品質記録 (※)に よる。

※ :適合性確認検査成績書の要領書番号

14



添付資料-2-2

機能検査記録 (寸法検査 )

高浜発電所第 1号機

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :放射性廃棄物の廃棄施設 気体、液体又は国体廃棄物貯蔵設備

廃棄物貯蔵庫 外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用):一式

放射線管理施設 生体遮蔽装置 補助遮宙
~欠

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用):一式

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

検査対象 検査年月日
検査

結果
検査方法

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

年

日月
翻

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)に よる。

備考

※ :適合性確認検査成績書の要領書番号 :

15



添付資料-2-3
高浜発電所第 1号機

機能検査記録 (寸法検査 )

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 : その他発電用原子炉の附属施設 火災防護設備 火災区域構造物及び火災区画構造物
外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用):一式

判定基準 :各部の主要寸法の測定値が許容寸法を満足すること。

検査対象
主要寸法

(mm)

許容値

(mm)

測定値
※ユ

(mm)
検査年月日

検査

結果
検査方法

外部遮蔽壁保管庫

(1・ 2号機共用)

150以上

(口 ※1

2 年

日月

記録確認

備考

※ 1:公称値のうち最小のもの。

※ 2:許容値は工事計画による。

※ 3:最小値

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ 4)に よる。

※4:適合性確認検査成績書の要領書番号
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添付資料-2-4

機能検査記録 (外観検査 )

高浜発電所第 1号機

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :放射性廃棄物の廃棄施設 気体、液体又は団体廃棄物貯蔵設備

廃棄物貯蔵庫 外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用):一式

放射線管理施設 生体遮蔽装置 補助遮蔽

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用):一式

その他発電用原子炉の附属施設 火災防護設備 火災区域構造物及び火災区画構造物

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用):一式

判定基準 :有害な欠陥 (表面に機能・性能に影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、変形、腐食、浸食 )

がないこと。

検査封象 検査年月 日
査

果

検

結 検査方法

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用 )

年

日月
記録確認

備考

・記録確認は、申請者の品質記録 (※)に よる。

※ :適合性確認検査成績書の要領書番号
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添付資料-2-5
高浜発電所第 1号機

機能検査記録 (組立て及び据付け状態を確認する検査)

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :放射性廃棄物の廃棄施設 気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備

廃棄物貯蔵庫 外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用):一式

放射線管理施設 生体遮蔽装置 補助遮術
~欠

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用):一式

その他発電用原子炉の附属施設 火災防護設備 火災区域構造物及び火災区画構造物

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用):一式

判定基準 :工事計画のとお りであり、技術基準に適合すること。

検査対象 検査年月 日
検査

結果
検査方法

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用 )

月

年

日
目視/記録確認

備考
・火災区域に設定されていることを確認する。

□ 確認

・記録確認は、申請者の品質記録 (※ )に よる。

※ :適合性確認検査成績書の要領書番号
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添付資料-3
高浜発電所第 1号機

性能検査記録 (容量確認検査)

検査場所 :関西電力株式会社高浜発電所

検査範囲 :放射!l生廃棄物の廃棄施設 気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備

廃棄物貯蔵庫 外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用):一式

判定基準 :所定の容量を有すること。

検査対象
容量

(ぜ/棟 )

検査年月日
検査

結果
検査方法

外部遮蔽壁保管庫

(1・ 2号機共用 )

8,300卜 1

月

年

日
目視/記録確認

備考   i
※ 1:1階の容量 5,006だ と2階の容量 3,300ど の総計

。記録確認は、申請者の品質記録 (※ 2)による。

※ 2:適合性確認検査成績書の要領書番号
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添付資料-4

高浜発電所第 1号機 使用前検査記録

検査用計器一覧表
検査年月日 年  月  日

検査項目 検査用計器 管理番号 測定範囲 測定精度
校正年月日

有効期限
備考

20



資料 1-1
工事計画本文 (1/3)

放射性廃棄物の廃棄施設

気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備

(6)廃棄物貯蔵庫の名称、種類(容量、主要寸法及び材料

(注 1)1階の容量5,000m3と 2階の容量3,300m3の 総計

(注2)公称値

変 更 前 変 更 後

名 称
外部遮蔽壁保管庫

(1・ 2号機共用)

種 類 鉄筋コンクリー ト造2階建

容 量 m
3 /棟 保管容器   8,300(8,300(注 1,2))

主
要
寸
法

関 口 皿

1階 2階

53.400(注 2) 53.400(11)

奥 行 m 45。 900(注 2)
45。 900(注 2)

高 さ 麓 5.500(Ⅲ 2) 4.400(注 2)

材 料 鉄筋コンクリー ト

21
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工事計画本文 (2/3)
放射線管理施設

3‐ 生体遮蔽装置の名称、種類、主要寸法、冷却方法及び材料

聯
華

牌
―
〕

変 更 後

材   料

鉄筋コンクリー ト

(密度2i lg/cm3以 上)

鉄筋コ́ンクリー ト

(密度2.lg/cm3以 上)

鉄筋コンクジー ト

(密度2.lg/cm3以 上)

鉄筋コンクリー ト

(密度2,lg/cm3以 上 )

鉄筋コンクリー ト

(密度2.lg/cm3以 上)

自然冷却
鉄筋ヨンクリー ト

(密度2.lg/cm3以 上 )

自然冷却
鉄筋コンクリ‐ ト

(密度2.lg/cm3以 上)

鉄筋圭ンクリー ト

(密度2.lg/cma以 上)

自然冷去「 |

|

鉄筋コンクリー ト

(密度2.lg/cm3以 上)

冷却方法

自然冷却

自然冷却

自然冷却

自然冷却

自然冷却

自然冷却

主 要 寸 法

(最″lヽ厚さ)(m)

0.495 (0.500(注 1))

0。 495 (0.500(|■ 1))

0,495 (Oi 500(監 1))

0.495 (0.500(注 1))

0.295 (0.300(注 ェ))

0.295 (0.300(注 1))

0,295 (0.300(注 1))

0,295 (0。 300卜注1))

0.295 (0。 300(注 1))

種   類

言ヒロ曽

東 壁

南壁

西 壁

】ヒ壁

東壁

南壁

西 整

天丼

1階

2階

壁

名  称

外部速蔽壁保管庫

(1・ 2号機共用)

補
助
遮
蔽

変更前

(注1)公称値



工事計画本文 (3/3)
その他発電用原子炉の附属施設

火災― Ч構

l 火災区オ盛格進物及び火災医画構造物の,纂称.権頼、ま要寸法風ぴ材料

・鶏 罐鞘建保管慮

(注1)公務恒のうち最小の の

ふЭ
ω

搬

鉄筋コンクリート

l瀬)

主饗 すヽ携

i80以上

qに lll登

種類

詩

火災医域

区分

変 更 後

名   務

火災盛域 (区師 名称

外部進鯨璧保管摩(1・ 2号機共用)

抑 辟
(孤 4)

主要韓l閣
器区分

変 更 前

名    称

火災区域(医顧l名務

ゆ
華

岸
ｌ
ω



検査範囲図 (1/5)
(以下、「検査範囲図」は申請者の情報を基に作成 したものである。)

放射性廃棄物の廃棄施設

気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備

廃棄物貯蔵庫

管庫 (1・ 2

Ю
ト

(tttt H=体 k ir同 体旋葉|力 庁は,,倍 )

層
華

Ю
Ｉ
岸



検査範囲図 (2/5)

囀
⑪

検査範囲図 2

(気体、液体又は固体廃莱物貯蔵設備)

主  葵   目  表

鉄筋コンクリー ト造2階建種  類

容   量

材  料

トーB

一ヽ r ■

ロ Cl

0 El

Cl O
(開 日)

め
判
‐
‐
‐
‐‐‐‐
‐
―
―
―
・

間

５３

丁 T
53

▲
ロ

A

9 a

9 6

十二
トー3

(奥行 )45,900 (奥行〉 45,900

1階平面因 2階平面国

潮 鶉 鶉 翻 瓢 予漂埠壽 露 閣

え例

‐ 補助逮萩部分

※ 1。 2号機共用

45,900 十_  ___  (間 日)53.400~~ ~~下~~~~~一一――
I

断面 B― B断面 本一A

(単位 :西)

ゆ
華

Ｎ
Ｉ
Ｎ



検査範囲図 (3/5)
放射線管理施設

生体遮蔽装置

補助遮蔽

外部 1・ 2

］
ω

ゆ
華

Ю
ｌ
ω

瑣五 Iヽ!● 」 B

(■ ‖iFi演 装■,



検査範囲図 (4/5)

囀
『

検査範囲選 4

(生体遮蔽装置 )

F
封

(南監屋さ)o495(0500)

(Jヒ整厚さ)0495(05001 0 295(0 300)

T

0 り

O

0 495

トーB

i守下口
「
¬ Z階平面図

凡例

E L +81 54 ELキ815m ‐ 補助速蔽部分

(2FL)▽ ▽

Eし 5m E L +76 ∝ ※ 1・ 2号機共用
(lFtつ ▽

鉄筋 コンクリー ト

(密度21g/c船 を
以上)

鉄筋 コンク リー ト

(務度21g/cnJ以 上 )

鉄筋 コンクリー ト

(密度21g/c盟 3以上 )

鉄筋 ,ン クリー ト

(密度218/Cnt以 上)

鉄筋 ヨンク リー ト

(密度218/cn3以 上 )

然冷却自北 壁

東理:1自 然冷却

く密度21g/cn3以 上)

鉄筋 コンクリー ト
函壁 自然冷却

北整 !自 然冷却

然冷却南懸

然冷却自西壁

自然冷却東壁

2階

鉄筋コンクリー ト

(密度21に /`耐
3以上 )

主 要  目 表

種  類  1冷 刻方法

然冷却自南壁

1階

壁

鉄筋 コンクリー ト

鱚 度21g/cm.以 上 )

然冷却天丼
銭痛 ヨンク リー ト

(蕉皮21g/c慶 以゙ 上)

断面 A― A 断面 B―B

(単位 !

ゆ
華

Ｎ
Ｉ
ト



検査範囲図 (5/5)
その他発電用原子炉の附属施設

火災防護設備

火災区域構造物及び火災区画構造物

外部遮蔽壁保管庫 (1・ 2号機共用)

］
∞

ゆ
華

Ｎ
Ｉ
頓



資料 3

検査用計器二
覧表

(申請者の情報を基に作成したものである。)

検査項 目 機器名称 測定範囲 測定精度 備考

容量確認検査 レーザー距離計
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資料 4

J li'it,liザ 〔

|イ 菅マヽギ:ゥ 1ヽ刊 与ど1与 Tli‐ れ、1~∴年|と ドー1 1i:' 1ィ ヤーる ~ : と、「kl1l li大  (1士 :″ 句̀
わ
予庁宙″ 甲it‖構ギ

'繊
1白

“

、

111!Ⅲ  ■|,:と岬|´ 〔,tiぜ すて,

本量確認検査要領

(中 請者の情報を基に作成 したものである。)

判tl=1,:
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